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平成２８年第３回熊野町議会定例会 

会議録（第１号） 

 

１．招集年月日  平成２８年９月１３日 

２．招集の場所  熊野町議会議場 

３．開議年月日  平成２８年９月１３日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１６名） 

    １番 尺 田 耕 平     ２番 竹 爪 憲 吾 

    ３番 立 花 慶 三     ４番 諏訪本   光 

    ５番 沖 田 ゆかり     ６番 片 川   学 

    ７番 時 光 良 造     ８番 民 法 正 則 

    ９番 荒 瀧 穂 積    １０番 大瀬戸 宏 樹 

   １１番 藤 本 哲 智    １２番 山 野 千佳子 

   １３番 久保隅 逸 郎    １４番 中 原 裕 侑 

   １５番 馬 上 勝 登    １６番 山 吹 富 邦 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

      町 長         三 村 裕 史 

      副 町 長         内 田   充 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         岩 田 秀 次 

      民 生 部 長         清 代 政 文 

      建 設 部 長         沖 田   浩 

      教 育 部 長         民 法 勝 司 

      総 務 部 参 事         石 井 節 夫 

      総 務 部 次 長         宗 條   勲 

      民 生 部 次 長         光 本 一 也 
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      建 設 部 次 長         奥 野 哲 哉 

      教 育 部 次 長         横 山 大 治 

      企 画 財 政 課 長         西 村 隆 雄 

      商 工 観 光 課 長         時 光 良 弘 

      税 務 課 長         立 花 太 郎 

      高齢者支援課長         加 島 朋 代 

      住 民 課 長         堀 野 辰 夫 

      子育て・健康推進課長         隼 田 雅 冶 

      生 活 環 境 課 長         堂 森 憲 治 

      都市整備課長代理         穂 坂 俊 彦 

      開 発 指 導 課 長         林   武 史 

      上 下 水 道 課 長         寺垣内 栄 作 

      生 涯 学 習 課 長         藤 川 千 浪 

      会 計 課 長         光 本 琴 音 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

      議 会 事 務 局 長         三 村 伸 一 

      議会事務局書記         小 川 征一郎 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．議 事 日 程（第１号） 

     開 会 宣 告 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 一般質問 

 日程第 ５ 報告第 ３号 平成２７年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比 

              率報告書について 

 日程第 ６ 報告第 ４号 一般財団法人筆の里振興事業団の経営状況について 

 日程第 ７ 議案第４０号 熊野町教育委員会委員の任命の同意について 

 日程第 ８ 議案第４１号 熊野町税条例等の一部を改正する条例案について 
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 日程第 ９ 議案第４２号 熊野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案につい 

              て 

 日程第１０ 議案第４３号 熊野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 

              める条例の一部を改正する条例案について 

 日程第１１ 議案第４４号 平成２８年度熊野町一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第１２ 議案第４５号 平成２８年度熊野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第２号）について 

 日程第１３ 議案第４６号 平成２８年度熊野町公共下水道事業特別会計補正予算（第 

              １号）について 

 日程第１４ 議案第４７号 平成２８年度熊野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

              １号）について 

 日程第１５ 議案第４８号 平成２８年度熊野町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

              について 

 日程第１６ 認定第 １号 平成２７年度熊野町各会計歳入歳出決算認定について 

 日程第１７ 認定第 ２号 平成２７年度熊野町上水道事業会計決算の認定について 

 日程第１８ 議員の派遣について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会 ９時３０分） 

○議長（山吹） ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達していますので、ただい

まから平成２８年第３回熊野町議会定例会を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配布したとおりです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、７番時光議員、８

番民法議員、９番荒瀧議員の３名を指名します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日より２７日までの１５日間としたいと思いま
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すが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。よって、会期は本日より２７日までの１５日間と

することに決定しました。 

  これより議案等の説明を求めるため、町長、その他の関係職員の出席を求めます。 

  暫時休憩いたします。 

（休憩 ９時３１分） 

（再開 ９時３２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  これより日程第３、諸般の報告を行います。 

  事務局長より報告させます。 

  事務局長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議会事務局長（三村） 諸般の報告をいたします。 

  ６月１６日、議会広報特別委員会が開催され、くまの議会だより第９９号の紙面構成

と、第１００号記念企画の今後のスケジュールについて協議をしました。 

  ６月２０日、総務厚生委員会が開催され、今年度の重点調査項目である筆の里工房の

周辺整備についてと、元気なお年寄りづくりについて、それぞれ担当部から本町の取り

組み状況について説明を受けました。 

  ６月２１日、文教委員会が開催され、担当部から、昨年度の主要事業の実績について

の報告を受けるとともに、今年度の主要事業計画に係る課題等について報告を受けまし

た。 

  ６月２３日、産業建設委員会が開催され、担当部から、昨年度の主要事業実績につい

てと、今年度の主要事業計画に係る課題等について報告を受けました。また、現地視察

として、町道藪太央線改良工事と町道山崎線改良工事を視察し、担当部より進捗状況等

の説明を受けました。 

  ６月２５日、平成２８年度熊野町老人クラブ連合会芸能発表会が町民会館において開

催され、議長が出席し、祝辞を述べました。 

  ６月２６日、熊野町身体障害者福祉大会が町民会館において開催され、沖田議会運営
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委員長が出席し、祝辞を述べました。 

  ７月１日、議会広報特別委員会が開催され、議会だより第９９号の記事校正と、第１

００号の企画の進捗状況の報告と確認、今後のスケジュールについて協議しました。 

  ７月４日、広島県町議会議長会研修会が東京の全国町村議員会館で行われ、議長が出

席しました。 

  ７月４日と５日、文教委員会が所管事務調査を実施しました。新潟県三条市で「子

供・若者総合サポートシステム」について調査を行いました。 

  ７月５日と６日、広島県町議会議長会の視察研修が群馬県川場村で行われ、議長が出

席しました。 

  ７月１１日、議会広報特別委員会が開催され、議会だより第９９号の記事校正と、第

１００号企画の進捗状況の報告、確認、今後のスケジュールについて協議しました。 

  ７月１４日、文教委員会が開催され、所管事務調査の取りまとめを行いました。 

  ７月１５日、奈良県大和郡山市議会「政友会」が「低学年書道科の導入について」の

視察研修で来庁され、議長と文教委員長が出席しました。 

  ７月１９日、議会広報特別委員会が開催され、議会だより第９９号の最終校正と、第

１００号企画の記事の作成等を行いました。 

  ７月２２日、議会全員協議会が開催され、議会の報告案件３件について協議しました。 

  ７月２８日、県道矢野安浦線整備促進協議会及び県道瀬野呉線・津江八本松線整備促

進期成同盟会の総会がメルパルク広島で開催され、議長が出席しました。 

  ８月２日、くまの議会だより第１００号発行記念企画として、「魅力ある“まち”づ

くり ワールドカフェｉｎくまの」を開催しました。熊野を「住みたいまち」「住んで

よかった」と思える“まち”にするには、魅力あるまちづくりのために何が必要かをテ

ーマに、熊野中学校と熊野東中学校生徒１９人と議員による意見交換会を行いました。 

  ８月２日、広島県中央地域振興対策協議会総会が呉市のクレイトンベイホテルで開催

され、議長が出席しました。 

  ８月４日、福岡県大刀洗町議会総務文教厚生委員会が「低学年書道科の導入につい

て」と「学力向上について」の視察研修で来庁され、議長と総務厚生委員長、文教委員

長、議会広報特別委員長が出席しました。 

  ８月８日と１７日、議会広報特別委員会が開催され、議会だより第１００号の企画記

事の校正を行いました。 
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  ８月１９日、広島県町議会議員研修会がＫＫＲホテル広島で行われ、多数の議員が出

席しました。研修内容は、午前が全国町村議会議長会議事調査部長、鈴木毅氏による

「議員の権限と義務」について、午後からは「自治体議員の役割と地域創生」と題しま

して、明治大学政治経済学部教授、牛山久仁彦氏から講演をいただきました。 

  ８月２５日、広島県中央地域振興対策協議会の平成２９年主要施策説明会が東京の都

市センターホテルで開催され、議長が出席しました。 

  ９月１日、議会全員協議会が開催され、執行部からの報告案件が２件、協議案件が１

件、議会からの報告案件２件、協議案件１件について協議しました。 

  同日、総務厚生委員会が開催され、所管事務調査について協議しました。 

  また、同日議会広報特別委員会が開催され、議会だより第１００号の紙面構成と企画

記事の校正を行いました。 

  ９月８日、議会運営委員会を開催し、第３回熊野町議会定例会の議事運営について協

議を行いました。 

  諸般の報告は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で報告を終わります。 

  これより日程第４、一般質問を行います。１０名の議員より通告がありましたので、

順次発言を許します。 

  初めに、７番、時光議員の発言を許します。 

  時光議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○７番（時光） 皆さん、おはようございます。７番時光でございます。 

  質問の前に、２５年ぶりの広島東洋カープの優勝、広島県民として心よりお喜び申し

上げます。 

  それでは、質問に入ります。本日、私は２点について質問させていただきます。 

  まず１点目は、町制１００周年について。２年後の平成３０年には町制施行１００周

年に当たります。こうした節目の年には、過去の本町にあっても、また他の地方団体に

おいても記念事業を実施していることと思いますが、町制施行１００周年を迎えるに際

し、どのような実施目的をもって事業を展開する予定なのか。また、記念事業の内容は

今後詰めていくことになると思いますが、どのような事業の実施を現時点で想定してい
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るかということを問います。 

  ２点目でございます。東公民館の建てかえについてでございます。 

  くまのみらい交流館は５月に開館し、駐車場も広くなり、多くの利用者でにぎわって

おります。三村町長は各所において、次は東公民館の建てかえをすると発言されており、

東部地区の住民は大変期待しております。新築となれば、今の時代に合った機能・構造、

駐車場のスペースなど、現在の施設とは異なったものになると思いますが、どのような

お考えかを問います。 

  以上、２点について御答弁をお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長の答弁を許します。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 時光議員の二つの御質問、「町制１００周年について」と「東公民館の

建てかえについて」の御質問にお答えいたします。 

  まず、最初の御質問、町制１００周年についてでございます。町民を初め、熊野町を

ふるさととする人々が、郷土の記念日をこぞって祝うことで、住民協働のまちづくりに

向けた意識や郷土愛の醸成、町民であることの誇りやアイデンティティを再確認するな

ど、行政目的を超え、住民相互の連帯感や個人の内面によい影響が及ぶものと考えてお

ります。こうした効果を生むことを実施目的とし、今後、記念事業の構成と中身を詰め

たいと考えております。 

  現時点では、まず記念式典の実施がございます。大正７年１０月１日に町制が施行さ

れておりますので、諸行事との調整を図り、平成３０年秋の実施を軸に検討を進めてま

いります。 

  また、町民が参画する行事として、夏祭りなどのイベントの開催、本町の一層の発展

に向けたＰＲ事業として、フラワーフェスティバルといった既存事業への参加や、全国

ネットのテレビまたはラジオの公開番組の招致などが考えられるところであり、現在、

打診を行っているものでございます。既存の各種行事とタイアップした、いわゆる冠事

業も年間を通じて設定することで、より多くの町民に記念行事に参画いただきたいと考

えております。 

  このほか、職員によるプロジェクトチームでの検討も進めております。熊野高校の協
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力を得て、町制施行１００周年を内外に示すロゴマークを制作する作業も進めており、

既に実施段階に入った提案事業もございます。 

  次に、２番目の御質問、東公民館の建てかえについてお答えいたします。 

  東公民館は、東部地区の生涯学習の拠点として、昭和５４年の開館以来、多くの皆様

に御利用いただいております。開設から３７年が経過し、施設設備の老朽化が進み、駐

車場スペースも狭く、利用者に御不便をおかけしているところでございます。 

  今後、筆の里工房周辺整備などの大型事業が控えておりますが、東公民館の建てかえ

も重要な事業に位置づけておりますので、防災機能強化の観点からも、早期に計画着手

できるよう準備を進めてまいりたいと考えております。 

  詳細につきましては、教育部長に答弁をさせます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法教育部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 時光議員の「東公民館の建てかえについて」の御質問に、詳細にお

答えいたします。 

  東公民館は東部地区の生涯学習の拠点として、現在、主催事業として高齢者大学、習

字教室や夏休み中の小学生を対象とした講座など、年間１００回余り開催して、延べ２,

７００人余りの参加者がございます。また、定期的に利用するグループは、高齢化の影

響もあり減少傾向にありますが２３グループあり、館全体の年間利用者は１万人余りと

なっております。５月に開館したくまの・みらい交流館は、町有地で敷地に余裕があり、

多世代交流を積極的に行っていくことから平家建てとしており、隣接して大型遊具を設

置することから、駐車場は７０台分を設けております。 

  今後、東公民館の建てかえを検討するに当たっては、設置場所、建物の規模、構造、

機能等をアンケート調査によって利用者からお聞きするとともに、基本計画づくりの段

階から、住民の皆様や議会からも御意見をお伺いしたいと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○７番（時光） ありがとうございました。 

  町制１００周年事業として、記念式典の開催、夏祭りの開催、フラワーフェスティバ

ルへの参加、テレビ、ラジオの公開番組の招致などということでありますが、とてもす

ばらしい事業だと思います。 

  これらのイベントの開催など、住民が参画する事業はどのような実施体制のもとで行

うお考えでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） 冒頭の答弁にもございましたように、記念事業の実施目的には、

住民協働のまちづくりに向けた意識の醸成ということがございます。記念事業によりま

しては、実行委員会等を結成いたしまして、住民の皆様の柔軟な発想でありますとか、

民間のノウハウを活用することによって事業を効果的、効率的に進められるものもござ

います。そのような事業につきましては、今後、各層に協力をお願いしたいというふう

に考えてございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○７番（時光） 実行委員会などに住民の柔軟な発想を取り入れるということで、これは

重要なことだと思いますが、この記念事業ですね、町民が本当に望んでいるのは何かと

いうことを考えて、より多くの町民の皆様にこの記念事業に参画するということを求め

る上で、記念事業を一般公募して、プレゼンテーションなどを行って、その中から選択

するということはお考えではないでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） １００周年記念事業につきましては、住民の皆様からアイデアと

か要望を個別にいただいているものもございますが、現時点では記念事業そのものを一

般公募するという考えはございません。 
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  単にアイデアをいただくということではなくて、事業を一般公募するということにな

りますと、住民主体で行う取り組みに対して支援をするといったスタイルが考えられる

ところであります。住民との協同事業など、一般公募を行っております既存事業との関

係の整理も必要と思われますが、例えば冠事業として協賛をいただける団体等を公募す

るといった手法も含めまして、今後考えてみたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○７番（時光） これは町民の皆さんのお祝い事だと思うんですよね。ただいま御答弁に

もありましたように、冠事業としての協賛していただける団体等を公募するという手法

等を含めて、町民の皆さんの御意見を反映していただきたいと思います。 

  記念誌も発行されるということを聞いております。限られた予算内でのことであると

思いますが、県内の町で最も歴史の深い本町であります。町制施行１００周年を契機に、

住民の連体が一層深まるよう、ぜひ住民と行政との協働によって、人々の記憶に残り、

そして将来につながる記念事業を立案していただくことを希望して、１点目の質問を終

わります。 

  続いて、２点目の東公民館の建てかえについてでございます。 

  ただいまの現在の第二小校区において、県が現在土砂災害防止法に基づく基礎調査を

行っています。昨年、第四小校区の公表結果を見ても、熊野町のハザードマップと比べ

ると明らかに警戒地域、いわゆるイエローゾーンですかね、広がっております。 

  東公民館の現在地は、今後調査が終わると警戒区域に指定される可能性が高いと言わ

れております。もし指定されると現在地での建てかえは難しいのではないでしょうか。

また、基礎調査の結果はいつごろ発表されますでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法教育部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 現在、第二小学校区域のほうは調査を行っております。第四小学校

区域は昨年度調査を終わりまして発表されておりますので、第四小学校区域のほうも当

然調査が終わり次第、来年度以降の結果になると思っております。 
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  やはり建てかえの位置というのも出ましたけども、やはり当然県の調査結果は建てか

えにおいて参考にすべきと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○７番（時光） 現在地では難しいということになりますと、新宮地区に東部健康センタ

ーがございます。費用対効果等を考えますと、その場所に併設するという考えは持って

おられますでしょうか。また、公民館と健康センター、これの設置目的はどう違うので

しょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法教育部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 公民館は社会教育施設としまして、地域住民にとって最も生涯学習

の身近な場所であるとして、住民ニーズに応じたさまざまな学習機会を提供してます。

一方、健康センターでございますが、主に高齢者の生きがいと健康づくり活動や、子育

て支援の場を提供することにより、地域における自主的な福祉活動を支援し、地域福祉

の増進が目的でございます。 

  東部健康センターに東公民館を併設するとなれば、現在の建物では足りませんので、

隣接した敷地内にやはり増築、建物を設けないといけないと思います。そうしますと、

駐車場を削るしかございませんので、駐車場を削りますと駐車台数は減る、施設は大き

くなる、そうすると利用者がやはりまた駐車場不足といったことで不満等も生じてくる

と思いますので、やはり費用対効果を考えれば、同一敷地に建てるのも一つの案とは思

いますけども、併設は現在困難ではなかろうかと考えております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○７番（時光） ただいま御説明がありましたように、公民館は生涯学習の場、健康セン

ターは主に高齢者の生きがいと健康づくり活動等の場ということでございますが、この

両施設を利用する年齢層というのはほぼ同じだと思うんですよ。両施設を併設されるこ
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とによるメリットというのは大きいと思います。 

  ただいまお話のあった駐車場を削ると。上に若干遊具のある公園を削るということは

難しいとのことですが、当健康センターの西側には山がございます。この山を削れば十

分用地は確保されると思うんですが、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法教育部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 私のほうも、やはり現在地のほうを地図で確認してみますと、この

山が都市公園に計画決定されておりまして、やはり山を削るというのは難しい状況にご

ざいます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○７番（時光） 都市公園の山は削れないことは、また後から詳しい説明をいただきたい

と思うんですが。 

  現在、東公民館の利用者、定期グループですね、これをちょっと調査いたしますと、

新宮地区が６７人の３６％、初神地区が３８人の２１％、その他の地区が８０人の４

３％となっております。建てかえ場所の検討にはこうした状況を踏まえられるのでしょ

うか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法教育部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 現在の東公民館はやはり東部地区の住民だけじゃなくて、時光議員

さん、調査されておりましたように半分近くは区域外の住民の方が利用されております。 

  しかし、公民館は現在西部、中央、東部というふうに地域バランス、そういったもの

を考えて配置しておりますので、また位置に関しましては、基本的には現在の東部地区

住民が使いやすい場所には建設するのは当然だと考えておりますので、あと今後災害と

か、交通等の安全性、そして周辺環境等を含めまして、決定していきたいと考えており

ます。 
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  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○７番（時光） もちろん町民の皆さんの安全を守ることが一番だと思っております。 

  そこで、東公民館が現在の場所より西側に移動した場合、既存の東部健康センターに

は調理室や会議室、研修室等の設備も整っております。この東部健康センターにおいて

も生涯学習の場をつくってはいかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法教育部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 東部健康センターは現在、指定管理しておりまして、それぞれいろ

いろ事業はしていただいておるところでございます。やはり地域住民のほうから、東部

健康センターでもそういった生涯学習の催し、学習、そういった事業の要望がございま

したら、教育委員会としてできますのは講師の派遣ですとか、情報提供ですとか、支援

できることは支援をしてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○７番（時光） ＮＰＯさんが管理してるということで、縦割りの中で難しいとは思いま

すが、支援のほうよろしくお願いしたいと思います。 

  最後に、建てかえの時期ですが、建てかえに向けての計画はいつごろから始まるのか。

また、着手は具体的に大体いつごろの御予定でしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法教育部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 町長の答弁にございましたように、東公民館は現在、建築後３７年

が経過し、かなり老朽化しております。駐車場も狭い、またいろいろ利用者に不便をか

けているところでございます。 
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  先ほど申し上げましたように、今後、土砂災害警戒区域への指定の可能性もあります

ので、なるべく早い時期に取りかかりたいと考えております。 

  なお、くまの・みらい交流館の場合は町有地がございました。そういったことですん

なりと進んだということもございます。また、それとともにみらい交流館のほうは国土

交通省の都市再生整備計画事業交付金を活用してまいりました。東公民館建設に当たっ

ても有利な財源、こういったものも今後比較検討しながら進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○７番（時光） 確かに有利な財源の確保という問題がございます。いずれにしても住民

の皆さんの安全が第一です。ことしも大雨のときに東公民館に避難された方もいらっし

ゃいますので、一日も早く建築していただきたいと思います。 

  いずれにしても今後、県の土砂災害防止法に基づく基礎調査の結果を踏まえ、早急に

適地を選定していただいて、また冒頭の御答弁にもございましたように、アンケート調

査を行われるとのことでございましたので、計画段階から住民の皆様の意見、そして

我々議会の意見を参考にしていただき、東部地区の生涯学習の拠点、災害時の避難所に

なる、安全な施設を早急に計画、そして建築していただくことをお願いします。 

  最後に町長に伺います。東公民館建てかえについて、時期、場所について、いま一度

お考えをお願いします。時期と場所です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 今、部長が答弁したのが基本でございます。早目に整備したいと思いま

す。いろいろ今言われたように、東部健康センターへ併設することが一番費用的には安

いんですが、やはりあの地域の避難場所を考えると、例えば初神地区、それから萩原の

東部、それから城之堀東部、この地域を含めたやはり避難所として考えていかなければ

ならないと考えております。恐らくことし県の基本土砂災害の調査をやっておりますが、

東公民館は恐らく何らかの指定を受ける可能性が高い状態ではないかと考えますので、
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何年とは言いませんが、早くやることを明言して答弁といたします。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○７番（時光） ありがとうございました。 

  この東公民館の建てかえについては、今後進捗状況を見ながら、引き続き質問させて

いただきたいと思います。 

  以上で、私の２点の質問を終わらせていただきます。御答弁ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で時光議員の質問を終わります。 

  続いて、８番、民法議員の発言を許します。 

  民法議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○８番（民法） 皆さん、おはようございます。８番、民法でございます。 

  私は、通告書に基づきまして２点ほど御質問させていただきます。ちょっと聞き苦し

いかと思うんですが、済みません。 

  まず１点目でございますが、防災対策についてでございます。本年６月２３日の未明

ですが、前夜からの大雨により、本町で初めてとなる町全域への避難勧告を発令し、全

て１３カ所の避難所を開設されましたが、避難勧告などの発令基準について再度確認し

たいと思います。そして、今回どのような状況判断により発令されたのか。また、避難

所ですが、例えば中溝地区では第一小学校と熊野中学校、中央ふれあい館の３カ所の隣

接した避難所が設定されていますが、付近の住民はどこへ行けばよいのか迷っておりま

す。 

  町内には学校と公民館が隣接している箇所も多く、気象状況や災害規模に応じた開設

が必要ではないかと思います。１３カ所は多いように思われ、見直しが必要かと思いま

すが、この点はいかがでしょうか。これらを含め、今回の避難勧告を発令するに至った

事態の経過、それに対し意思決定は円滑に行われたのか。今回の経験で得られた課題が

あれば、その改善に向けた考え方についてもお聞きしたいと思います。 

  次に、２点目でございますが、１８、１９歳の投票率についてでございます。 
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  昨年６月の定例会において、昨今の選挙の投票率の低下を踏まえ、投票率向上のため

には特に若い世代への意識醸成の必要性を指摘いたしました。本年７月の参議院選挙か

ら選挙年齢が１８歳に引き下げられましたが、新聞報道によると、町内では１８歳の投

票率が４２％、１９歳が３８％となっております。これは町全体の投票率５２％からそ

れぞれ１０ポイント以上低い状況にあります。県平均との比較では、１８歳ではわずか

に及ばないものの、１９歳では約６ポイント高いという結果となっています。今回の選

挙に際し、１８歳以上に若者に向けてどのような選挙啓発を行われたのでしょうか。そ

して、その現状の投票率をどのように受けとめておられるのか。 

  以上、２点について御質問いたします。御答弁のほどよろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長の答弁を許します。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 民法議員の二つの御質問のうち、１番目の「防災対策について」の御質

問は私からお答えし、２番目の「１８・１９歳の投票率について」の御質問は、総務部

長に答弁をさせます。 

  質問にございますように、本年６月２３日の未明、数日前からの降雨の影響により土

砂災害発生の危険性が高まったため、町全域への避難勧告を初めて発令いたしました。

また、これに先立ち、直ちに全１３カ所の避難所を開設し、避難住民の受け入れ態勢を

整えたところでございます。 

  気象警報が発表された場合は、２４時間の警戒態勢をとり、警戒レベルに応じた防災

活動を行うこととしております。６月の降雨は夜間から未明にかけてのことでございま

したが、気象状況が刻一刻と変化する中、県の防災情報や広島気象台から直接入手した

情報等をもとに、円滑かつ適切な意思決定が行えたものと思っております。 

  今回は幸いなことに、避難勧告発令後、事態は急速に収束に向かいました。今後も、

「空振りは許されても、見逃しは許されない」という原則にのっとり、危機管理に当た

ってまいりたいと考えております。 

  なお、避難所の数の御指摘も含め、詳細につきましては総務部長に答弁をさせます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 岩田総務部長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） 民法議員の「防災対策について」の御質問に、詳細にお答えをいた

します。 

  まず、避難勧告等の発令基準でございますが、大雨警報が発表され、土砂災害発生の

危険度が高まったときに発表される土砂災害警戒情報や、地中に残存する雨量を示す実

効雨量などによって発令基準を設けております。避難勧告につきましては、本町に土砂

災害警戒情報が発表され、引き続き降雨が見込まれる場合や、実効雨量が１５０ミリメ

ートルに到達した場合などを基準としております。 

  先般の避難勧告発令の状況を時系列で御説明いたしますと、６月２２日、２３時５０

分に避難勧告の目安とする実効雨量が１５０ミリメートルに到達。この時点では、本町

に土砂災害警戒情報が発表されておらず、かつ雨も小康状態を続けていたことから、避

難勧告発令は留保いたしました。日付が変わりまして、６月２３日、０時２９分に洪水

警報、その後、気象台から本町に土砂災害警戒情報を発表する旨の予告があり、これを

受けまして、全ての避難所を開設いたしました。同２時１０分、本町に土砂災害警戒情

報が発表され、町長は直ちに避難勧告を発令するとともに、災害対策本部を設置いたし

ました。事態の推移といたしましては、おおむねこういった状況でございます。 

  次に、避難所についてお答えをいたします。避難所は、大雨や台風接近時に自宅から

一時的に安全な場所に退避するための施設であるとともに、土石流や地震などによって

広範囲に被害が生じた場合の、自宅以外の一時的な生活の場となる施設でもございます。 

  この避難所の設定は、公民館や学校など、公共施設等を対象に、人口状況などを勘案

しまして行うこととなっており、本町では１３カ所の町立施設を指定しているところで

ございます。 

  これまでの大規模災害の例からも、公設の避難所が被災者を収用し切れないといった

状況が見受けられますことから、本町における避難所数は、当面現状を維持し、町全域

で県の土砂災害警戒区域の指定がなされた後には、再度検討を行いたいというふうに考

えております。 

  御指摘のように、中には近接する避難所もございますけども、有事の際、安全な避難

行動や安否の早期確認がとれるよう、利用する避難所や避難経路については、あらかじ

め御家庭で話し合ってお決めいただくようお願いしているところでもありますので、自

主避難の場合を除きまして、避難勧告等を発令する際は、全ての避難所を開設しており
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ます。住民への周知も含めまして、避難所の設置運営が円滑かつ適切になされるよう、

今後も体制強化に努めてまいります。 

  続きまして、２番目の御質問、「１８歳・１９歳の投票率」について、お答えいたし

ます。 

  選挙権年齢の１８歳以上への引き下げに伴い、高等学校においては総務省と文部科学

省が連携して作成した副教材などを活用し、主権者教育の充実が図られたところでござ

います。町におきましても、選挙管理委員会を中心に、昨年度から選挙啓発を強化して

おりまして、町のホームページや広報紙での選挙記事の充実、成人式での模擬投票の実

施、中学校生徒会への選挙制度のレクチャー、生徒会選挙への資材貸し出しなどを行い

ます。 

  また、さきの参議院議員選挙に関しましては、中学生の作品による啓発ポスターの作

成と路線バス内への掲示、公用車ボディへのマグネット掲示、選挙管理委員による早朝

の街頭啓発、インターネットを通じた参議院議員選挙や期日前投票についての町独自の

ＰＲを行い、また期日前投票や選挙当日の事務従事者、投票立会人に学生を委嘱すると

いった取り組みも行ったところでございます。 

  選挙結果でございますが、全国的に１８歳、１９歳の投票率はいずれも低く、今後の

主権者教育などの一層の充実強化が求められるところとなっております。 

  本町における投票率でございますが、１８歳が県全体よりも低いものの、安芸郡全体

との比較では、１８歳で１.４６ポイント、１９歳では４.６７ポイント高いなど、周辺

市町の投票率の状況からは、本町の１８歳、１９歳の選挙への関心が相対的に低いとは

思われませんが、投票率の向上に資する主権者教育や啓発活動が一層充実したものとな

りますよう、引き続き関係機関とも連携した取り組みの強化に努めてまいります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○８番（民法） 詳細に御答弁いただきまして、本当にありがとうございます。 

  最近、日本全国で台風などによる大雨、水害、そして山崩れ等、大変大きな事故が発

生しております。我が町もいつこういった災害に見舞われるか、町民の方も大丈夫かな

というような声もあちこちで聞くわけでございます。 
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  また何点かお聞きしたいと思うんですが、今回避難勧告を出した時間帯が雨の弱い夜

中、雨も弱く町内放送も聞き避難所へ向かった人もおられたようでございます。しかし、

雨足が強い場合、家の中では放送は全く聞こえないような状況だと思います。避難勧告

の伝達方法の改善が必要と考えますが、また深夜、暗い中での避難は危険が大変伴うと

思うんですが、そのあたりはどう考えておられるか、お聞きしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） 現在の放送設備、防災行政無線でございますが、整備後２０年が

経過しております。総務省はこの防災行政無線につきまして、災害時に画像であるとか

データなどが活用できるようなデジタル化を推進しておりまして、これに沿った更新を

現在検討しているところでございます。 

  更新の際は、屋外放送、町のホームページ、あるいは緊急速報メールといったものの

ほか、固定電話への自動音声による伝達でありますとか、ファクスによる伝達など、多

様な伝達手段による周知が円滑に行えるようなシステムについて、現在研究をいたして

おります。 

  そして、深夜の避難につきましては御指摘のとおりでございます。自主避難の呼びか

けも含めまして、早目の避難行動に結びつくような情報発信に今後も努めてまいりたい

と思っております。 

  自宅から避難所に向かう水平移動のほか、自宅の２階などに移る垂直移動、そのほか

安全が確保されていると思われる場所から動かずにとどまるといった退避というものが

考えられようかと思います。置かれた状況に対しまして、適切な判断を下していただく

ことが大切かと思っております。 

  昨年度、新たに自主防災組織結成の届け出が二組ほど出ておりまして、今年度もほか

に結成の動きがございます。地域の中で自助、共助の備えが一層強化できるよう、町と

しても啓発や支援を続けてまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○８番（民法） 一つよろしくお願いいたします。 

  次に、避難勧告の発令に伴い、避難所の対応など、このたび役場の職員だけで行った

と聞いております。消防団の出動というものはなかったように思いますが、豪雨の際、

消防団との連携については今後どのように考えておられるのか、お聞きしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） 大雨の際の水防活動におきまして、消防団の組織力は不可欠でご

ざいます。警報が発表される中で、時間雨量が３０ミリ、または連続降雨量が１５０ミ

リを超えた場合、水防警戒を強化する第３次水防警戒態勢に入りますが、その段階で消

防団長の登庁を求めまして、消防団の出動態勢を整えていただくということにいたして

おります。 

  ６月の大雨の際でございますが、避難所開設でありますとか、危険箇所、あるいは河

川の巡回といったものを職員で実施いたしました。避難勧告発令後は消防団長を交えま

して、災害対策本部を運営したところでございます。 

  河川の水位が一定以上のレベルに達した場合の消防団による警戒活動を、今後いかに

展開していくのかにつきまして課題認識をいたしましたので、消防団の主体的な水防活

動のあり方につきまして、消防団として今後検討いただきたいというふうに考えており

ます。よく消防団と協議いたしまして、連携を深めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○８番（民法） 一つよろしくお願いいたします。消防団も日ごろ訓練等でいろいろ訓練

しておりますので、必要に応じてというよりも、被害が少ないときからの早目の消防団

の要請というのも一つ考えてみていただきたいと思います。 

  次に、避難勧告が発令の場合、小・中学校の登下校はいつの時点の判断となるのか。

また、体育館に避難者がいた場合の対応はどうなるのか、お聞きしたいと思います。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 横山教育部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） 登校に関しましては、午前６時の段階で特別警報が発令されてい

る場合、または二つ以上の警報が熊野町に発令された場合、例えば大雨警報と暴風警報

といったように二つ以上の警報が発令された場合、小学校は休校といたしまして、中学

校は自宅待機としております。また、警報が一つ、あるいは警報が発令されていないと

いう場合でございましても、危険が予想されるような場合につきましては、必要に応じ

まして午前６時から７時までの間で学校と教育委員会のほうが協議を重ねまして、自宅

待機等の判断をさせていただくということになっております。 

  また、下校につきましては、大雨、台風の接近などが予想される場合は、警報の発令

状況等も確認しながら、状況に応じまして子供たちの安全な下校のために授業を打ち切

ったりという形で、早期の下校等の対応をとることとしております。 

  体育館に避難者がいた場合の対応ということでございますが、授業運営の点から申し

上げさせていただきますと、開業中に体育館を避難所として使用している場合、このよ

うな場合は体育の授業等は屋外で行うといったような対応をとらせていただくこととな

ります。また、行事等でどうしてもというような場合につきましては、避難者がいない

別の体育館を使用したり、あるいは町の施設等を活用させていただくということを検討

することになろうかと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○８番（民法） ありがとうございます。 

  昨年度から県が土砂災害防止法に基づく基礎調査を行っておられますが、今後３年間

で町内全域が終了すると思いますが、その後、ハザードマップの見直しというのは行う

のか、お聞きしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○総務部次長（宗條） 土砂災害防止法に基づきます基礎調査でございますが、本町では

平成２７年度から３０年度の４年間で行われる予定となってございます。この調査によ

りまして、警戒区域、または特別警戒区域の指定が行われます。この指定を受けまして、

学校区ごとにハザードマップを作成する方向で検討いたしております。 

  新しいハザードマップにつきましては、重立った避難経路も掲載する予定でございま

して、自治会、自主防災組織等、住民の皆様の御意見を伺いながら、避難経路について

も設定をしてまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○８番（民法） わかりました。 

  また、ことし１０月に実施予定の総合防災訓練の内容についてでございますが、さき

の全員協議会で報告を受けたところでございます。住民への啓発の観点から、どのよう

に住民を巻き込んで訓練を展開するのか、どういった考えであるのかお聞きしたいと思

います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） 総合防災訓練開始の合図といたしまして、防災行政無線を使用し

まして、町全域に訓練放送を行う予定でございます。この際、緊急速報メールを利用い

たしまして、携帯電話会社３社を通じて、個人の携帯電話にも訓練メールを送信する計

画でございます。 

  また、訓練開始と同時に、各自治会におきましても各集会所を一時的な待避所として

開設する個別の訓練を実施いただくように、現在、お願いをしているところでございま

す。 

  また、町民体育館では川角自治会防災会と第二小学校の児童さんに協力いただきまし

て、避難所の設営訓練を行うほか、事前の周知を行いまして、多くの町民の皆様に御来

場いただきまして、見学でありますとか、体験をしていただきたいというふうに考えて

おります。町全域での防災訓練とすることで、町民の防災意識の高揚を図ってまいりた
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いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○８番（民法） ありがとうございます。一つよろしくお願いいたします。 

  さきの全員協議会では、たとえ訓練とはいえ、だらだらだらだらするんではなく、真

剣にやっていただきたいというような声も出ました。この訓練がやはり本番に備えた大

変重要な訓練になるように、一つお願いしたいと思います。 

  最後に、７月２９日の中国新聞で、大規模で近くに民家がある県内１０７カ所のため

池のうち７７カ所で耐震に課題があるという結果が報道されておりました。本町には小

規模ながらため池のそばにたくさんの民家がありますが、耐震性は大丈夫なのか、お聞

きしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 東日本大震災では多くのため池が被災し、福島県内のため池につ

きましては、決壊により尊い人命が失われたところでございます。また、国の中央防災

会議におきまして、南海トラフ大地震など、大地震を対象とした対策について検討され

ており、この中でため池の耐震性の確認とその整備が急務となっているところでござい

ます。さらには、近年多発しております局所的な豪雨によりまして、全国的に例年多く

のため池が被災しているところでございます。 

  こうしたことから、全国的に平成２５年から２７年にかけてため池の一斉点検が実施

され、先月８月３１日にその結果が公表されたところです。一斉点検につきましては、

県の地域防災計画に位置づけられたため池、いわゆる防災重点ため池と貯水量１,００

０立方メートル以上及び受益面積が０.５ヘクタール以上のため池を対象に、詳細調査、

実施優先度を判定するために実施したもので、優先度が高い判定を受けたため池につき

ましては、詳細調査を実施して、ため池の安全性を検証して、改修やハザードマップの

作成を優先に進めるべきものとされてございます。 

  本町におきましては、防災重点ため池１５カ所ございます。貯水量１,０００立米以
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上、受益面積０.５ヘクタール以上のため池などの８１カ所、あわせて９６カ所のため

池を対象に一斉点検が行われております。このうち防災重点ため池の一つでございます

坂面大池、筆の里工房の隣でございますけども、こちらにつきまして詳細調査が実施さ

れたところであります。これが議員の御質問にございました７月２９日の新聞報道とな

ったところでございます。 

  坂面大池の詳細調査の結果といたしましては、健全度はＡという評価で、こちらは耐

震・・・確認されない、比較的というか、大丈夫だという評価となっております。 

  残る防災重点のため池１４カ所の詳細調査につきましては、平成３０年度を目途に優

先的に実施されると伺ってございますけども、その調査結果の把握、またハザードマッ

プの作成、小規模なため池に関する調査の実施等につきまして、引き続き県と連携して

対応してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○８番（民法） ありがとうございます。 

  引き続き、調査というか、よろしくお願いいたします。 

  防災対策については防災行政無線のデジタル化を進めるということでございました。

改良に際しまして、避難勧告等の情報がいろいろな情報媒体により住民に確実に届くよ

う、システムの構築に御留意いただきたいと思います。 

  また、避難勧告などの発令は客観的な情報に基づきなされるものですので、空振りな

ど恐れることなく、的確かつ迅速な意思決定がなされることを期待しております。 

  また、消防団との連携についてでございますが、一層強化していただき、防災力の向

上に引き続き努められることをお願いして、防災については終わりたいと思います。 

  続きまして、１８・１９歳の投票率についてでございますが、ことしの成人式では模

擬投票を行って、成人者に選挙、政治への関心と有権者としての自覚を高めるイベント

をされましたが、今後は１７歳程度を対象に行う必要があるのではないかと思います。

例えば、県立ではございますけど、熊野高校に出向いて選挙啓発をやってはどうかと思

いますが、いかがでございますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 宗條総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（宗條） ただいま御提言いただきました内容につきましては、選挙管理委

員会にも伝えさせていただいた上で、熊野高校の意向も確認して、具体的にどのような

啓発活動が可能なのか、または熊野高校にどのようなお手伝いが町としてできるのかと

いうものを、今後検討してまいりたいというふうに思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○８番（民法） 一つ熊野高校のため、そういった選挙啓発のほうも精力的に行っていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  最後でございますが、最後にもう１点。町長は前に両中学校に出前講座を行っている

と聞いております。恐らく町の予算とか、どんなことを話されているか内容的なものは

わかりませんけど、その中で選挙権が１８歳になったことを含めて、選挙の重要性や投

票時の現状を伝えたり、政治に関心を持たせる話題など話していただけたらと思うんで

すが、町長に伺いたいんですが、その点いかがですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 今、民法議員の御指摘の事項につきましては、公職選挙法の改正が去年

だったと思うんですが、国会で成立した時点で、去年の授業では、おととしもあったと

思うんですが、小・中学校、小学校６年生、４校ですね。それから中学校３年生、２校。

これは申し上げました。投票率が熊野町全体が下がっているということで、皆さんは大

きくなったら棄権することのないようにということは、呼びかけをさせていただいてお

ります。これは毎年授業のコマ数をいただいておりますんで、またことしも、最初はこ

としは中学校３年生です、熊中の。このことをはっきり申し上げたいと思います。時間

は余りないんですが、多岐にわたっておりますので、その中で確実に申し上げたいと思

います。 

  以上です。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○８番（民法） 一つよろしくお願いいたします。 

  若者の政治離れといいますか、大体２０代の投票率が大変低いように思います。しか

し、先月、我々議会といたしまして、中学生を対象に意見交換会を行いました。その中

で、中学生は町政に対する関心は非常に高いものがございます。意見も数多く出てきて、

我々も大変驚いたところでございます。 

  魅力あるまちづくり、将来の熊野町をよくするためにはというテーマで行ったわけで

ございますけど、こういったこともまた引き続き、我々議会としても行っていくべきで

はなかろうかとも考えております。 

  また、行政のほうに関しましても、公民教育や選挙啓発にこれからもより一層努めら

れることをお願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうござい

ました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で、民法議員の質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

  再開は１１時といたします。 

（休憩 １０時３８分） 

（再開 １１時００分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  続けて一般質問を行います。 

  ３番、立花議員の発言を許します。 

  立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） ３番の立花慶三でございます。 

  ３点ほど質問をさせていただきます。 

  初めに、高齢者が安心して暮らせることを基本として、熊野町においても高齢者保健

福祉計画における第６期介護保険事業計画が昨年度新たに策定されました。第５期計画
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からの継続であり、地域包括ケアシステムの構築については、団塊の世代が後期高齢者

となる平成３７年（２０２５年）を見据え、中長期的な視点をもって確立を図るとされ

ています。重度の要介護状態となっても、住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の

最期まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援を一体的に進

めていく。その目標は平均寿命に健康寿命を近づけることであり、地域の人たちのきず

なによって達成できれば、これぞ何よりの最高の包括システムなのであります。 

  介護サービス利用料が減少すれば、保険料も高くならず、経費の削減にもつながりま

す。しかし、この取り組みについては、どこの県においても、特に地域づくりリーダー

等の養成に苦慮されているようですが、熊野町において包括ケアシステムの進捗状況は

いかがでしょうか。 

  次に、２点目のシニアカー利用者の保護対策について。シニアカーに乗っている人が

車道を走行されておられる姿をよく見かけます。シニアカーは道路交通法では歩行者扱

いとなっており、歩道を走行するのが基本ですが、歩道のないところは車道の右端を走

行してもよいということになっています。 

  利用者の安全確保のためには歩道のバリアフリー化はもちろん、歩道がないところや

歩道が狭くて通れないところについて、今後の町の安全対策への展望を明らかにしてい

ただきたい。 

  最後の３点目は、これから必ず迎えることになる多死時代。施設が現状であれば火葬

場を利用の際には順番待ちが予想されます。先般、呉市の火葬施設へのアクセスが災害

によって遮断された折、やむを得ず八本松の施設を利用されたと伺っています。アクセ

スの問題だけではなく、高齢者人口の集中化によって火葬場を探し回ることになるかも

しれません。このことについてどのように考えておられるのか、お聞かせください。 

  以上３点、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長の答弁を許します。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 立花議員の三つの御質問のうち、１番目の「超高齢社会における介護予

防の取り組み」についての御質問は私からお答えし、２番目の御質問「シニアカー利用

者の保護対策」は建設部長に、３番目の御質問「多死時代に備えての火葬施設利用対
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策」は民生部長に答弁をさせます。 

  団塊の世代が全て７５歳以上となる平成３７年に向け、住みなれた地域で自分らしい

暮らしができるよう、地域包括ケアシステムの構築に向け、五つの構成要素である「住

まい、医療、介護、介護予防、生活支援」が一体的に提供されるシステムづくりを進め

ております。今後の働く世代の減少や、それに伴う税収減等を踏まえますと、公的扶助

制度の拡充は難しく、自助、そして、住民同士が支え合う互助の果たす役割が大きく、

地域の中で、いかに自助・互助による持続的なサービスを提供していくかが重要となっ

てまいります。 

  こうした中、熊野町においては、特に介護予防・健康づくりの重要性を認識し、住民

主体で取り組めるシステムづくりを行っております。 

  詳細につきましては、民生部長に答弁をさせます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 清代民生部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（清代） 立花議員の「超高齢社会における介護予防の取り組み」についての

御質問に、詳細にお答えします。 

  まず、地域包括ケアシステムにおける介護予防への取り組み状況ですが、住民みずか

らが介護予防の必要性について理解するとともに、持続的に実施することが重要です。

住民の理解の促進及び持続的に実施するためには、身近な場所で、住民同士が声をかけ

合いながら気軽に行える環境づくりが必要と考え、平成２３年度から、地域に体操を普

及させる体操リーダーの養成を行い、体操リーダーの地域での活動を支援しております。 

  この体操は、地域のサロンなどで定期的に実施されたり、体操リーダーが自主的に公

民館などで教室を開催したりと、住民主体の介護予防として位置づけられたのではない

かと思っております。 

  次に、健康寿命を延ばすための対策をどのように考えているかについてですが、健康

寿命を延ばすためには、若い世代からの食事や運動などの生活習慣に気をつけて健康づ

くりに取り組むことが重要であると考えております。そのため、町では健康増進計画や

食育推進計画に基づき、全てのライフステージで、年齢や身体機能に応じて、自分に合

った方法で運動習慣や食生活の自己管理ができるよう、さまざまな事業に取り組んでい

るところです。 
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  次に、訪問サービスの現状と課題についてですが、今後、要介護者が増加する中で、

訪問介護サービスは在宅支援の中核を担う大切なサービスであると認識しております。

しかし、労働人口の減少や労働環境面から訪問介護員が不足し、昨年度、町内において

も閉鎖となった事業所がございます。また、他の市町では、特別養護老人ホーム等の施

設を建設しても介護人材が集まらず開設できないなど、全国的に介護人材の不足が問題

となっております。介護人材不足にどのように対応するかは、今後、最も重要な課題で

あると考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 立花議員の「シニアカー利用者の保護対策について」の御質問にお

答えいたします。 

  まず、ハンドル形電動車いす、いわゆるシニアカーでございますが、道路交通法上の

規定により歩行者として位置づけられております。現在、町内で使用されておりますシ

ニアカーのうち自費購入された台数は不明でございますが、介護保険により２５台程度

がレンタル使用されております。町内においては、狭小な歩道や歩道自体が設置されて

いない道路も多く存在することから、随所でシニアカーが車道を通行しているというの

が実態でございます。 

  このため、高齢者や障害者が安全に暮らせる道路環境を確保するため、ガードレール

等の安全施設整備や歩道の段差解消を進めており、昨年度から町道出来中溝線の出来庭

地区において歩道の切り下げ工事を実施しているところでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 清代民生部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（清代） 立花議員の「多死時代に備えての火葬施設利用対策について」の御

質問にお答えします。 

  現在、町民が死亡した場合、近隣の呉市、広島市、東広島市などの火葬場を利用して

おります。このうち、呉市斎場の利用者が最も多いことから、呉市民の使用料と市民以
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外の使用料との差額を上限に助成を行うことで、遺族等の負担軽減に努めているところ

です。火葬場設置につきましては、広島市、府中町、海田町、坂町及び熊野町の１市４

町で構成する安芸地区衛生施設管理組合の共同事務として位置づけられております。 

  議員御指摘のように、団塊の世代の高齢化という問題がございますが、高齢者人口が

減少に向かうということもあり、現在、組合の中では火葬場設置に関する議論はなされ

ておりません。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） ありがとうございます。 

  高齢化時代がやってくるというのは、もちろん誰しもわかるんですが、もう少し具体

的なところで、高齢者人口とか、あるいは要介護者の数について、熊野町のほうではど

のように推計をしておられるかを聞かせていただきたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） まず人口でございますけど、現在は２万４,５００人で、今

から推計値を申しますけど、第６期介護保険事業計画を策定いたしました平成２６年に

推計をした数字でございます。 

  ２万４,５００人の人口が、平成３７年（２０２５年）には、おおむね３,０００人が

減少いたしまして２万１,５００人になると推計しております。そのうちの６５歳以上

の高齢者人口です。現在は８,１００人程度ですけど、この高齢者人口は来年度、平成

２９年度をピークに、その後は高齢者人口は減少してまいります。最終的に平成３７年

（２０２５年）には、現在より４５０人の高齢者数が減少いたしまして、おおむね７,

７００人余りになると推計をしております。 

  高齢化率ですけど、現在３３.３％でございます。今後、高齢者数も減少いたします

けど、それ以上に人口が減少するということもございまして、平成３５年には３５ .

８％になるのではないかと推計しております。 

  熊野町の場合は高齢者の数がどうこうというよりは、高齢者のうちでも後期高齢者の
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割合がどうかというのが今後大きな課題になります。現在は高齢者のうちでも後期高齢

者、７５歳以上の後期高齢者は４割程度になっておりますけど、これが平成３７年には

逆転をいたしまして、後期高齢者が６割、前期高齢者が４割というふうになります。そ

れも踏まえますと、後期高齢者が要介護認定になるリスクというのが非常に高いという

こともございまして、要介護認定者は現在１ ,１２２人、おおむね高齢者のうちの３ .

７％になっておりますが、今後、平成３７年には１,９２０人程度、おおむね２５％、

高齢者の４人に１人は要介護の認定をお持ちになるというふうに推計をしています。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） ありがとうございます。 

  ２０２５年からはどんどんまた高齢者が少なくなってくるということです。 

  私、今６５歳になるんですけども、健康寿命というのはだんだん多分上がってくるだ

ろうと思いますし、７０歳の人でも私は元気ですというのはたくさんおられるんです。

だけど、７５歳になると、やっぱりあの人もか、この人もかというぐらい、どこかが悪

くなってくるのは誰しも感じておられるんじゃないかと思います。 

  そこで、介護施設というのはだんだん増えてくればいいんですけども、そこへ入って

いただくということよりも、実際に地域でお互いに助け合ってなるべくそこを利用しな

いと。そのためにも、先ほど町長が言われましたような体操リーダーとか、地域でいろ

いろと活動する中で生きがいを見つけて、そして自分の健康も保っていくという、そう

いったことが望まれるわけですけども、これには介護支援のボランティアというのが不

可欠になります。これなくしては人生の最期までが自分らしい暮らしというものが続け

ていけるという確証がないといっても過言ではないわけで、こういった中での体操リー

ダーとかの養成、このような活動状況についてはどこまで進んでいるか。あるいは、ま

たこれからどのように進めていこうとされているか。もう少し具体的なところを御説明

いただけばと思います。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○高齢者支援課長（加島） まず、体操リーダーですけど、これを開始いたしましたのが

平成２３年度です。今後、先ほど議員さんがおっしゃられたように、介護認定者がふえ

たときに到底施設のほうに入るというのは不可欠で、在宅支援を行う中で住民同士で支

え合う仕組みづくりということで始まっております。 

  現在、２７年度、昨年度までの養成者が７０人いらっしゃいます。今年度も１０月４

日から、毎週１回、１日を通しての研修にはなりますが、大体おおむね１０日間前後の

養成講座になります。１０月４日から今年度の養成講座を行う予定にしておりまして、

広報等で現在申し込みを受け付けしております。 

  ただ、７０名を養成しておりますが、全ての方がやはり活動されているというわけで

はございません。おおむね７０名のうちで四十四、五名程度の方に御活動いただいてお

ります。でも結構住民に周知をされたろうと思います。地域のサロンとか、自主活動グ

ループさん、あとは介護の事業所、障害者の事業所等から依頼がございまして、昨年度

は３２カ所から依頼がございまして、回数といたしましては計４０１回。１回当たりが

大体１４人程度の参加者で、リーダーのほうが体操を普及させていただいているという

状況で、中には定期的に毎月１回、リーダーが派遣をされていって、体操を一緒にする

というふうなところもございます。 

  また、体操リーダーさんは自主的に公民館等で体操教室を開催されました。これは昨

年度始めておりますが、東公民館と中央地域健康センター、それと西部のほうのみらい

交流館、東公民館とみらい交流館に関しましては、昨年度は月１回の開催でございまし

たが、住民等の要望等がありまして、今年度からは月２回の開催になっております。 

  今後の展望ですけど、リーダーが中心的役割を担うということで、２６年度からアド

バイスリーダーというのを養成しておりまして、これが２０人。中心的役割を担ったり、

あとはサロンなんかで健康チェック、役場の職員が行っておりますが、これの補佐的な

ことをしていただいたり。今後は、このリーダー養成研修をリーダーみずからが、今役

場の職員等が養成研修の講師やらカリキュラム等を組んでおりますが、今後は、リーダ

ーの養成をリーダーが行うというようなものにも今後は持っていきたいというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） 体操のリーダー養成が７０名、その中から４０名ぐらいの人がリーダー

となって活躍されているということです。 

  だんだんと若い人がいなくなって、リーダーさんも多分大変だろうと思いますし、養

成のほうもこのまま人数が集まるかどうか難しいかもわかりませんけども、先ほど言い

ましたように、高齢者がどちらかというとまだ元気な人もたくさんおられますので、で

きるだけリーダーを今の高齢者のほうから応募してもらって、それを養成というか、一

緒に勉強してもらって、そしてその中からリーダーになってもらう。 

  会社を定年して、どこにも出ることがないといったような人もたくさんおられると思

いますし、会社の中ではいろいろと重要な役割をされていた方がたくさんおられると思

いますけども、そういう人たちが一旦そういうところで頭を突っ込んで、人に喜んでも

らえるような働きができるということになると、生きがいというのも人でははかれない

ぐらいのものができてくるんではないかと思います。そういったものをその人に持って

もらうと、本当に生きがいを持って、その人たちより今の弱者というか、そういう人た

ちにまた生きがいを吹き込んでいけるような、そういった働きというのが今一番求めら

れていると思いますので、今、月１回のところを月に２回にされたとかも聞きましたけ

ども、できるだけ月に１回すりゃええとか、月に２回すりゃええとかいうんではなしに、

もっともっと密にしていただいて、常に人と人とがかかわり合って、健康面でも精神面

でも若返っていけるような、そんな取り組みを進めていっていただきたいなということ

を思いますので、よろしくお願いします。 

  それから、地域で実施しておられるミニデイホームについても、これは本当にかけが

えのない存在だと思いますけども、これも支えてもらう側から支えてあげる側、今の体

操のリーダーと全く同じだと思いますけども、側から見れば簡単なように思いますけど

も、やはり人を支えてあげるというのは大変苦労があると思います。そういった中で、

町のほうとしてもできる限りの支援をしていただく。そのことによって本当に住みよい

環境づくりができるんじゃないかと思いますので、そのミニデイホームについての運営

等、このことに関しても、ちょっと今後の考え方というものをお教えいただければと思

います。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） サロン、ミニデイホームでございますが、町といたしまして

は、サロンの利用者に対して、先ほどの介護予防になりますけど、より介護予防を重視

した展開、取り組みを行っていただくということで現在かかわっております。神田のサ

ロンをモデル事業に開所しました介護予防事業、福祉連携協定を交わしております広島

国際大学の教授先生をお迎えして、サロンでまずミニ講演会、介護予防の必要性につい

て先生からお話をいただき、その後、みずからが何に取り組んだらいいかねというのを

サロンの中でいろいろ考えていただきながら、定期的に脳の健康度と体力面をチェック

するというのを現在広げておりまして、神田で始まりましたけど、現在、柿迫、萩原、

あと東部、今年度新たに城之堀地区のサロンでこのような具体的な取り組みを行ってお

ります。 

  できれば集まることが非常に大事ではございますが、集まって何かみんなでしていこ

うというような、みんなで参加していただいて、それで少しでも計測したときによくな

っていれば、また頑張ろうねというような意欲向上につながるんではないかということ

で、こういう面でのいわゆる支援というのを町としては今後も展開していきたいなと考

えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） ミニデイホームというか、そういったサロンのようなことももちろん大

切なんですが、それ以外に多分たくさん個人的なグループというか、山登りにしてもそ

うですし、私の家内のことを言ったらあれですけども、みんなで集まって何か縫い物か

何か、ああいうのをやっております。そうしたところにもやっぱりちょっと声をかけて

もらって、それが趣味の世界で多分進めているんだろうと思うんですけども、それをも

う一歩前進してもらって、健康面はちょっと難しいかもわからんですけども、精神面と

いうか、極端にいえば認知症というか、そういったものにかかりにくい、そういったよ

うな精神的な面での活動につなげていってもらうような、支援というとこまでは難しい

と思うんですけども、そういったちょっとアドバイスをしてもらうようなことも必要じ

ゃないかと思っておりますので、またいろんな機会を見つけて、そういう熊野町内にど
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ういう活動をしておられる人がおられるかというのは難しいかもわからんですけども、

なるべくならそういうところも見つけてもらって、できれば今後、このような方法で少

しでも取り組んでくださいとか、あるいはどこどこでサロンも開かれていたりしますか

ら、そこと一緒にちょっとやっていけるような、そんな情報も提供してあげるという、

そういったことも取り組んでいただければなということを思います。 

  それから、要介護の入り口になるというか、認知症についてですが、認知症の高齢者

の人口とその推移、それについて、熊野町においても認知症カフェというのが開設され

ているということをお聞きしますけども、その状況と今後の展開、このことについて、

どのように考えておられるかを御説明いただきたいと思います。お願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 認知症高齢者の数でございますが、具体的にちょっと正確な

人数はわかりませんが、町のほうで今数値を出しておりますのは、介護保険の申請をし

ていただいた方の先生の意見書などの結果のほうから数のほうを拾っております。現時

点で、おおむねですけど７３０人、高齢者の９％に当たる方、７３０人が認知症という

ことで、平成３７年にはおおむね高齢者の１５％に当たる１,２００人程度になるだろ

うと推計をしております。 

  認知症カフェについてですが、今年度７月から２カ所で開催をいたしました。１回当

たりがおおむね、最初、御近所の方と支援者の方がお声かけをくださったということも

ございますが、大体３０人から４０人、大盛況で今７月、８月、９月、３回を終了して

おります。参加者の方は認知症だけではなくて、一般の方、どなたでもおいでください

ということと、あとは昨年度養成しました支援者の方が精力的にいろいろ運営について

はほとんど支援者同士で御検討いただいております。町のほうに、これはどうしたらい

いかねというふうにお話があれば町も一緒に考えておりますが、町が中心ではなくて、

支援者みずからが運営をどうしようかというふうに御検討いただいて、今開催をしてお

ります。 

  支援者、一般住民の方だけではなくて、介護の事業所の職員も数名入っておりますの

で、専門的な相談等にも、このカフェにおいでいただいたときには乗る体制には整えて

おります。 
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  今後ですけど、できれば年内に２カ所のカフェの支援に携わっていただいてる支援者

の方のフォローアップをする予定にしております。フォローアップを行う中で、課題等

があります。毎月された中で、必ず後でどうしようかという反省会はされておりますけ

ど、その課題を取りまとめて、今後について、運営方法ですとか、今後場所を広げる、

ふやすですね、実施場所をふやすのがいいのか悪いのかというようなことも、今の現状

の中で支援者の方とともに一緒に考えていきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） 多分町としてはすばらしい取り組みを早くからされているんだろうと思

いますし、本当にこういうところで少しでも健康になっていただくということは本当に

ありがたいなということを思います。 

  今伺うと課題等をいろいろ取りまとめているということを言われましたが、どのよう

なことが課題となっているか、そういったところとか、今開設されているのが３カ所。

できたら中央のほうというか、平準的にいろんなところでできればいいんじゃないかな

と。今のところは余りふやし過ぎてもどうこうという話を聞きましたけども、そこらあ

たりのことも考えていただければと思いますが。 

  課題として、私らもよくわかりませんけども、どういうことが挙げられているか、わ

かればちょっと教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 運営にはお金がつきものでございます。町からは一切補助金

等は出しておりません。支援者の方が出資金という格好で資金の運営に当たられており

ます。それとあとは参加費２００円で。カフェということで、支援者の方が非常にコー

ヒーにこだわりを持っていらっしゃいまして、いいコーヒー、おいしいコーヒーをとい

うことで、なかなかそこら辺で赤字が出たりというようなところもございます。そうい

うところで、運営面をどうしようかとか、あとそれにクッキーをつけたりされてるんで

すけど、１００円のクッキーを町内のお菓子屋さんに言ってお安く入れていらっしゃる



－37－ 

ようではございますが、そのあたりのお金の面ですとか、あとはやはり今は２カ所です

けど、近所の方しかなかなか来れない。送迎までつけたらどうかねと、ちょっと送迎を

しようという、したらどうかというような今案も出ておりますけど、なかなかそれも実

際に行うとなるといろいろまた課題をクリアしないといけないということもございまし

て、それらにつきましては今後町も一緒に、年内に行うフォローアップを行いながら、

具体的にどうするかといったところは検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） ありがとうございます。 

  何をしても運営費というか、お金がかかるんですけども、やっぱり今からの課題とい

うのは後期高齢者、超高齢者が本当にいかに住みよい、町の中で住みよく暮らしていけ

るかということが大切だろうと思いますので、そこらあたりのことも、送迎も含めて、

またどうしてもこれはまだ今から増えてくることなんで、考えていただきたいと思いま

す。 

  次に、認知症の早期発見、早期予防のための認知症初期集中支援チームというのが第

６期の計画中に義務づけられておりますけれども、ここらあたりの進捗状況というのは

どんなでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 認知症初期集中支援チームの設置についてですけど、これは

専門医、基本的には精神科医になりますが、この専門医を配置しなければいけないとい

うのが義務づけられております。もちろん町内にはいらっしゃいません。このハードル

が結構厳しいハードルがございまして、なかなかこの近隣でも瀬野川病院ですとか、府

中のみくまり病院などにも１人いらっしゃるかどうかというような現状がございます。 

  とはいえ、この第６期期間中には設置をしなければいけないということもございまし

て、安芸郡４町で、熊野町だけではなくて、府中、海田、坂、熊野町、安芸郡４町で、

今府中のみくまり病院さんのほうに先生をお願いできないかというふうに打診をしてお
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りまして、向こうの病院は一つ一つの町とではなくて、できれば安芸郡４町で合同の支

援チームを設置していただいたらどうかというような案もいただきました。国のほうも

なかなかその必須条件が厳しいということもあって、何町かが集まって合同でチームを

つくってもいいというような要件を緩和してまいりましたので、今、安芸郡４町で合同

の支援チームを設置するということで準備を進めておりまして、もう既にみくまり病院

の先生からも検証しようということで、４町の包括支援センターの職員と４町の民生委

員さん、民生委員さんは希望者にはなりましたが、この方を対象にみくまりに行ってい

ただいて、研修を今２回ほど開催しました。できれば海田と熊野が二つの町で今年度内、

坂と府中町はちょっと今年度の設置にはまだ予算化をされておりませんので来年度とい

うことになりますが、今年度内にできれば海田と熊野でみくまりと先生を入れてチーム

を設置しまして、来年度に４町全てまとまったチームの設置というような方向で今進ん

でおります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） 決めごとだから守るということもあると思うんですけど、認知症の早期

発見というのは非常に大切だろうと思いますし、認知症から全てが介護につながってく

るということですから、そこらあたりのことは今以上に取り組みを強化というか、４町

でされるということになっているようですけども、進めるのを強くしていただきたいと

思います。 

  それから、先ほど介護の人材不足という、これは全国的にも不足になっているのが課

題として取り上げられておりますけども、町のほうでも先ほど言われましたように不足

になっているということでした。現状としてはそのように不足というのはわかるんです

けども、今後、町としてはじゃあこの現状をどのように打開というか、対策として増や

していくかという、そういったことが今わかれば教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 労働人口の減少によりまして、若い世代の方に介護人材を担
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ってください、養成研修をしてもなかなか集まらないというのが現状でございます。 

  そうはいっても要介護者は増えていくということもありまして、できればヘルパーの

資格等がなくてもできる、いわゆる訪問介護でいえばごみ捨てですとか買い物、いわゆ

る家事支援ですね。そういうようなところを元気な高齢者の方に担っていただきたいと

いうこともあります。またこれもやっぱり住民同士で支え合うということになると思い

ますが、できれば年度内にこういう人を支える人を養成、また養成しなきゃいけないと

いうことで、できれば年度内に養成しようということで、今研修会の開催を予定してい

ます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） 全て地域のほうで、やっぱりお互いがボランティア活動でそれを賄って

いかないと仕方がないということになりますので、これはどうしようか、どうしようか

ということばっかりになると思うんですけども、そうはいっても年をとるのは確実にと

ることになっておりますから、２０２５年の問題というのはこれはどうしても施策を誤

ったら、本当に高齢者だけではなくて若い人もみんな住みにくい町になってしまいます

ので、お互いが相手を思いやれるような社会づくり、こうしたものに向けて取り組んで

いただければと思います。ありがとうございました。 

  続きまして、シニアカーについてのことですけども、先ほどレンタルが２５台ぐらい

熊野町でおられるというのを聞かせてもらいました。実際にはガードレール等で安全を

図ると。段差もなるべく取り払っているということでした。 

  台数は２５台ぐらいですけども、今後、これも多分どんどん増えていくんじゃないか

と思います。実際にはこの台数がふえてもらわないと困る。家の中で多分もう７５にも

８０にもなると、家族の人が、「あんた、もう乗りんさんな」というようなことで、車

を置かれるんじゃろうと思うんですけども、そういう人たちが家の中に閉じこもって何

もしないというんじゃなくて、今のシニアカーでも乗ってどこかへ出かけていくという、

そういったことは非常に大切だろうと思いますので、シニアカーというのは今からふえ

ていくという思いを持っておりますけども。 

  台数は２５台、年齢構成が大体どれぐらいになっているかわかりますか。大体のとこ
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ろで。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 数字的なことはちょっとはっきり言えませんけど、おおむね

やはり、要支援者の方が地域包括がケアプランをつくっておりますので、ちょっと内容

を確認してみると、おおむね７５歳以上。７５歳未満の方は若干名で、ほとんどの方が

やっぱり後期高齢者、７０代、８０代。やっぱり男女比でいいますとやっぱり男性の方

が多いです。先ほど議員が言われたように、運転をしてたけど、免許証を返納しなけれ

ばならない。それで外出する機会としてシニアカーというような流れになっております

ので、女性よりは男性が多いというのが現状です。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） 男性も女性も多分今ほとんどの人が普通車の免許を持って、日常の生活

というか、されていると思いますので、多分自分で乗れる限りは何か楽なというか、乗

っていきたいと思うんで、そういった中で、今からは多分普及してもらわないといけな

いし、どれぐらいというのはわかりませんけども、そういった中での安全対策、このこ

とについてはどのように考えておられるか、教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（加島） 具体的に町のほうが直接御本人さんに指導するということは

まずございません。ただ、介護認定をもらわれて、シニアカーが借りたいというふうに

おっしゃったときに、やはり認知症等の症状があれば、もちろんケアマネジャーである

方が無理よというふうに、レンタルのほうはお止めをするというようなことはございま

す。ただ、レンタル業者さんですね、この業者の方が貸し出しをするときに、結構な安

全教育を徹底しておられます。具体的には、貸し出すときには御本人に合ったシニアカ

ーがどういうシニアカーがいいかということで、１台ではなくて、必ず複数台持参をさ
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れて、御本人に合ったシニアカーをまず選ばれる。御本人さんがどこに行かれるかとい

うことで、基本的には多分病院、買い物が多いようですけど、買い物に行くならどこど

このスーパーというところに必ず御本人さんに乗っていただいて、業者は側について必

ずその道のりを一緒に確かめる。中には最短ルートを通ればいいんだけどやはり危険が

あるような、特に県道矢野安浦線のところはほとんど歩道が狭い状況ですので、ある程

度遠回りをしてでも安全なルートを確保、確認をするというような徹底をされておりま

して、あとレンタルでも月に１回は必ず業者が訪問して、走行距離ですとか、どのよう

な状態で乗ってるかというのを確認、点検、チェックをして、その状況はケアマネジャ

ーのほうにフィードバックされてるということはございます。 

  中には車種によっては履歴等が確認ができまして、夜中にスイッチが入ったとかいう

ようなところも確認のできる車種もあるようで、そのあたりで、御本人さんと本当にち

ゃんと乗ってるかどうかという確認はきちっとされているというふうに聞いております。

あとはメンテナンスもきちっとされてまして、バッテリー交換等も必ずされているとい

うふうに聞いております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） 時間が少なくなったんでやめますが、シニアカーで買い物とか、いろい

ろな会合とか、あるいは先ほど言いましたように、皆さんといろんなところで会合とい

うか、そういった話し合いの場というのをつくっていくのは大切だろうと思いますが、

今の状態でしたらやっぱり難しいと。私も運転しながら、シニアカーが前を通っており

ましたら、今の間は十分待ってあげて、それこそエンジンを切って音も消そうかという

ぐらいの配慮はしますけども、今からどんどんふえてくるとそういったことも難しいと

思いますので、できればもっと真剣ということはないんですが、多分、非常事態のよう

な気持ちで取り組んでいただければと思います。 

  シニアカーにしても、目的地までそれで行くんじゃなくて、ちょっと問題は変わるか

もわかりませんけども、おでかけ号まで乗って出ると。おでかけ号にそこから乗ってい

くというようなことが考えられますけども、そうはいってもシニアカーを置いておくと

ころがないというようなこともありますから、そんなところもまたちょっと考えてもら
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えればということを思います。 

  ありがとうございます。シニアカーについては以上で終わります。 

  続いて、火葬場のことなんですが、火葬場という言い方、というか斎場ですけども、

これも多分これまでもタブー視をされて、余り問題としては取り上げられることはなか

ったんじゃないかと思いますけども、１０年もたたないうちに、先ほども言いましたよ

うに熊野だけがそういう人がふえるんじゃなくて、隣の市町村全部、日本全国中がそう

いう状態になってくるわけです。 

  ２０２５年というか、それまでのことを想定して、呉市の斎場でも計画されて、炉の

数というか、そういったものに取り組んでこられたのかどうか。そこをちょっと教えて

いただければと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 呉市の斎場におきましても、将来の推計をもとに建設されてお

るものということで、現在１０基の炉を有して対応されておるというふうに認識をして

おります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） じゃあ１０基あれば多分この近辺は全部、賄えるという言い方はおかし

いですが、何とか問題なくできるんじゃないかということで、よろしいということです。 

  それと、先般、呉の火葬場、土砂災害で行けなくなったということで、八本松に行か

れたということは先ほども申し述べましたけども、焼山までおおむね９キロ、１８分、

黒瀬にありますけども、黒瀬は５キロで８分、八本松は２３キロで４３分。距離からい

えば黒瀬が一番近いんですが、黒瀬が利用されないという理由が、あそこは１日に１回

か２回ぐらいしかが限度ということになっておりますので、多分呉の斎場がまた土砂災

害で通れなくなるということはわかりませんけども、もし何かあれば八本松かというよ

うなことになると思うんで、私もこの際ですから、ちょっとタブーを外して、熊野町の

中でそういう火葬場というのはできないものかどうかというのもここで一言言っておき
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たいと思うんですけども。いずれ人は必ず亡くなるんで、近い将来、混乱がないように

というそういった意味から、経費のことを考えますとちょっと私はよくわかりませんけ

ども、そういったことに対して、全くだめなものはだめよというのか、そうでなくて近

い将来、またいろんな推移を見ながら考えていこうというようなお考えがあるのかどう

か、そこだけ教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 清代民生部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（清代） 先ほどの答弁でも申し上げましたが、火葬場については１市４町で

安芸地区衛生施設管理組合のほうで行う事務とされております。先ほど課長の答弁もあ

りましたが、近隣のところを利用しているわけですが、そこが利用できないというよう

な状況にはないと考えております。そういったこともありまして、現時点で火葬場をど

うするかということについては、積極的な考えは持っておりません。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） ありがとうございました。信じて、安心をしておきましょう。 

  いろいろ２０２５年（平成３７年）というのは厳しい状況になってくるというのはわ

かりますし、だからといってじゃあそれに合わせて全てよくしていこうというのが難し

いのはわかってるんですけども、困難だからじゃあほうっておこうというんでは政治じ

ゃないんで、やはり厳しいとこもある程度やっていこうというふうな心構えでこれから

もお願いいたしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で、立花議員の質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

  再開は１３時３０分、１時半からといたします。 

（休憩 １１時５０分） 

（再開 １３時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  続けて一般質問を行います。 

  ５番、沖田議員の発言を許します。 

  沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） ５番、沖田です。 

  私からは２点について質問させていただきます。 

  １点目に、広報くまののサービス充実についてですが、現在、町広報は自治会を通じ

て配布されておりますが、自治会に入っていない世帯には配布されておりません。広報

紙を入手できない町民のために、より多くの町民が手軽に町の情報を得られるよう、民

間企業が運営されているスマートフォンやタブレットなど端末用の無料アプリ、ｉ広報

紙による広報くまのの配信を行っていただけないでしょうか。町の費用負担はなく、利

用者は設定した自治会の最新号を自動的に受け取れるほか、気になる記事を取り置いて

保存もできるとのこと。ぜひとも熊野町でも導入を検討していただきたいのですが、町

のお考えを伺います。 

  ２点目に、障害者支援についてですが、２００５年に発達障害者支援法が施行され、

発達障害を定義し、早期発見の促進や国・地方自治体の支援に関する責務などを定めま

した。その後、実効性を強化するために本年５月に法改正が行われ、８月１日に施行さ

れています。 

  発達障害とは、自閉症などの広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動障害など、脳

機能の発達に関係する障害であり、他人との関係づくりやコミュニケーションなどがと

ても苦手ですが、すぐれた能力が発揮されている場合もあり、周りから見てアンバラン

スな様子が理解されにくい障害です。 

  診断やカウンセリング等を受けるために医療機関を受診した発達障害者の数は、平成

１４年度には３.５万人でしたが、平成２６年度には１９.５万人と、１２年間で５倍に

増加しています。 

  また、平成２４年度の文科省の調査によると、小・中学校の通常の学級において学習

面、または行動面において著しい困難を示す児童・生徒の割合は６.５％と推定されて

いますが、各自治体においての支援体制が確立されていないことが喫緊の課題となって

います。 
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  そこで、発達障害者支援法の改正に伴う熊野町の取り組みについて、４点お伺いいた

します。 

  １、早期発見、早期発達支援体制の構築について。 

  ２、個別支援ファイルの作成について。 

  ３、ペアレントメンター等の活用による家族支援等について。 

  ４、教育現場における個別の教育支援計画や指導計画の作成について。 

  以上、詳細に御答弁を求めます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長の答弁を許します。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 沖田議員の二つの御質問、「広報くまののサービスの充実について」と

「障がい者支援について」の御質問にお答えいたします。 

  まず、最初の御質問、「広報くまののサービスの充実について」でございます。 

  町広報「くまの」は、住民の皆様に、まちの情報をお伝えするため毎月発行し、自治

会を通じて各世帯に配布するほか、各公民館でもお渡しをしております。町広報及び町

ホームページは、広く住民の方に町の取り組みやイベントなどの情報を周知するための

ものであり、よりわかりやすく充実したものとなるよう、今後も心がけてまいります。 

  次に、２番目の御質問、障がい者支援についてお答えいたします。 

  発達障害者への援助等を定めた発達障害者支援法の改正が１１年ぶりに行われました。

発達障害者への支援は、幼少期での早期発見から早期支援につなぐことが大切であり、

保健、福祉、医療及び教育といった関係機関が連携し、成長に応じた支援体制をつくる

ことは極めて重要であると考えております。 

  詳細につきましては、「広報くまののサービスの充実について」は総務部長から、

「障がい者支援について」は民生部長から答弁をさせます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） 沖田議員の１番目の「広報くまののサービスの充実について」の御

質問について、詳細にお答えいたします。 
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  現在、インターネットを活用した町の情報発信は、ホームページで行っているところ

でございます。ホームページでは、各種行政手続の方法や窓口の紹介のほか、災害など

の緊急時のお知らせやイベント等のお知らせなどを掲載しております。また、広報くま

のにつきましても、ホームページから閲覧することができ、町民の皆様には既に御活用

いただいているところでございます。 

  議員御提案のｉ広報紙によるスマートフォンやタブレットへの広報くまのの配信は、

無料のアプリをダウンロードしておけば簡単に町広報を閲覧することが可能で、また、

新着情報が配信された場合は画面表示で確認できるなど、大変便利なものというふうに

感じております。広島県内でも既に導入済みの市町もありますので、手続、それから管

理等を調べまして、導入検討を進めてまいります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 清代民生部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（清代） 沖田議員の「障害者支援について」の御質問に、詳細にお答えしま

す。 

  本町における早期発見・早期発達支援体制の構築についてですが、１歳６カ月児健診、

３歳児健診における保健師、心理職による問診と個別相談、あるいは小児科医による診

察において、さらには保育所や幼稚園に積極的に出向き、集団生活における社会性やコ

ミュニケーション能力等の観察や現場の先生方との情報共有を行う中で、早期発見に努

めております。今年度からは教育委員会と連携し、就学前の５歳児相談も始めたところ

です。 

  発達支援体制については、子供への支援とともに保護者への支援も大切であることか

ら、医療機関や専門機関等と連携して、保健師等による継続的な相談支援を行うととも

に、障害福祉サービスの提供に関する調整などは、民生部と教育委員会が連携して行っ

ております。 

  個別支援ファイルについては、障害のある人や支援を必要とする人が、生涯にわたっ

て安心安全な生活を送り、教育を初めとする一貫した支援を受けられるよう、障害者の

生育歴やケアの方法を乳幼児期から成人期に至るまで継続して記録整理できる、県内共

通様式のサポートファイルを、平成２１年度から障害児の保護者に配布し、活用をいた
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だいております。 

  家族支援としてのペアレントメンター事業は、発達障害児の子育てを経験した人で、

相談支援に関する一定のトレーニングを受けた人が、同じような発達障害児を持つ親に

対して共感的なサポートを行う支援です。広島県が今年度、ペアレントメンターの取り

組みについて、関係機関と協議を行っております。町としましては、その動向を注視し、

前向きに取り組んでまいります。 

  また、本町独自の家族支援については、障害児とその家族を対象としたリハビリテー

ション事業を毎月１回実施しています。相談支援や機能訓練、レクリエーション活動な

どを通して、保護者同士の交流の促進と連携を図り、地域内における孤立化の防止と地

域生活の支援に努めております。 

  教育現場における個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成については、特別支援

学級ではいずれの計画も作成済みです。通常学級においても、発達障害等支援を必要と

する児童・生徒については個別の指導計画は作成済みで、今後は個別の教育支援計画の

作成を検討してまいります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 広報くまののサービスの充実についてなんですけれども、今前向きな御

答弁をいただきまして、大変ありがたいと思っております。 

  現在、町内にはアパートが１３１棟、全戸入居されているとすると９４８戸の世帯が

あると伺っております。アパートに住んでいらっしゃる町民の皆様は自治会に入ってい

ない方が多く、広報紙も届いておりません。早急に導入していただくよう住民サービス

の向上に努めていただきたいと思います。 

  次に、発達障害者支援法改正に伴う町の取り組みなんですけれども、この早期発見・

早期発達支援体制の構築についてということで、今１歳半健診と３歳児健診、また保育

所のほうへ出向いて観察をされている、今年度からは就学児健診において５歳児相談を

始めたといった御答弁だったんですけれども、この早期発見の手段として、診断テスト

のＭ－ＣＨＡＴ、ﾌｧｰｽﾞなどを導入するお考えはありませんか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） １歳６カ月児健診、３歳児健診におきましては、心理

職を配置して相談業務を行っております。それで、気になるお子様等ありましたら積極

的に声をおかけして、子供の発達相談という事業に結びつけるようにしております。 

  子供の発達相談においては、遠城寺式の乳幼児分析的発達検査というものを用いて心

理職のほうが判断をしております。 

  ちょっとその議員御指摘の検査キットについては、中身を見ながら、精査しながら、

健診の中で取り入れることができるようであれば取り入れて、早期発見ということにつ

なげたいと考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 早期発見の手段といたしましては、発達障害に関する知識を持つ専門員

が、保育所や定期健診を行う施設など子供が集まる場所を巡回し、施設のスタッフや親

に助言をする巡回支援専門員整備事業というものがございます。近隣市町におきまして

は海田町が導入されておりますが、これについてのお考えはどうでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 海田町等では巡回支援ということで定期的に回られて

いるということなんですが、熊野町におきましては随時保育所と連絡をとりながら、発

達支援、早期発見というところを随時保育所と連携をとり、情報共有をとりながら行っ

ているような状況です。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 保育所のほうに出向いていらっしゃる方というのはどういった方なので
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しょうか。この発達障害に関する専門的な知識を持っていらっしゃる方なのですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 保育所等に訪問しているのは保健師になります。保健

師が保育所のほうに出向き、保育士等と連携をとりながら、先ほど申しました子供の発

達相談という事業であるとか、あと遊びの教室というのをしております。この遊びの教

室というのが、気持ちのコントロールが難しい、コミュニケーションがとりにくい児童

など、集団の遊びの中で支援し、個別相談等も実施している事業です。そういう事業に

結びつけて支援をしていきたいと考えております。 

  なお、子供の発達相談については先ほど申しましたように心理職専門職を配置してお

ります。遊びの教室につきましては保健師、あと施設、呉の本庄つくし園のほうからス

タッフのほうをお呼びして、事業を進めておるような状況です。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） それでは、この法改正の中にあります発達障害に疑いのある児童の保護

者への情報提供や助言については、熊野町におきましては対応できているというふうに

受けとめてよろしいですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 先ほど議員がおっしゃられたように、発達障害につい

てはなかなか見えにくい障害であるというふうに言われております。外見からはわかり

にくい、また発達障害についても理解が不十分であるということは承知しております。

そういった意味で、発達障害についてというところで図書館等と協力をしながら、発達

障害についてというところで啓発、情報提供というのを進めておるような状況です。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



－50－ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） それでは、次にサポートファイルの活用についてなんですけれども、町

内でこのサポートファイルを持っていらっしゃる方は何人ぐらいいらっしゃるのか。ま

た具体的にどのように活用されているのかお伺いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 光本民生部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（光本） サポートファイルの配布をさせていただいてる人数ですが、現時

点で１０６人の方に配布をさせていただいております。 

  まず、配布をするときに、これは役場の民生課の窓口でお渡しするんですけども、実

物は実はこういったもので、それぞれお子さんの生育歴であるとか、病歴、障害の内容

的なところをまず書いていただくこと。それと、今まで病院とか施設、保育所等で起こ

る障害の内容であるとか、それに対してのケアの方法等についてを詳しく書いていただ

くように、まずお渡しするときに説明のほうをさせていただいております。 

  広報等につきましても、今、毎月町広報のシリーズでサポートファイルのほうの理解

というか、そういう広報に努めております。というような状況でございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） それでは、このサポートファイルについては十分に活用できているとい

うことで考えてよろしいですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 光本民生部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部次長（光本） 十分に活用できているかどうかということでございますが、実は

先ほど子育て・健康推進課長も申しましたように、なかなか全部の障害を持たれた方の

把握が完全にはできにくいという状況はございます。例えば、身体障害であるとか、知

的障害であれば手帳制度というのがございますので、そういったことで障害者の方とい
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うのはほぼ把握はできるんですけども、発達障害についてはそういった手帳がございま

せんので、１００％補足できてるという状況は必ずしもないように感じております。と

いうことで、配布のほうはそういうような状況ですが、活用のほうもその都度、質問等

がございましたら説明はさせていただいているんですけども、実は十分にそれが、記入

がきちっとうまく保護者の方がされて、それを保育所・学校、施設等で十分に活用でき

ているかどうかというのは、つぶさに今まで調査をした経緯がございませんので、今年

度、実はそれぞれお渡しした方にアンケートという形式の形ではなくて、町の先ほど町

で直営のサービスもしておりますので、そちらを利用されておる機会に、保護者の方に

直に活用方法について、また改善点とか課題等についてお伺いをしたいというふうに考

えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） よろしくお願いいたします。 

  次に、家族支援についてなんですけれども、先ほど御答弁にもありましたように、ペ

アレントメンター事業というものは平成２８年度から広島県も取り組んでいらっしゃる

事業なので、今からだとは思うんですけれども、今御答弁にありましたように、前向き

に考えていただいてるようなので、ぜひともしっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。 

  また、家族支援についてなんですけれども、ペアレントメンターだけではなく、ペア

レントプログラム、ペアレントトレーニングといったものがございます。実は、このペ

アレントトレーニングに関しては、熊野町は、広島県の中でペアレントトレーニングに

取り組んでいるのが三原市と大竹市と熊野町のみとなっておりますが、これは現在もさ

れているのか。いつからどのような形で開始されたのか、お伺いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） ペアレントトレーニングということですけれども、こ

の事業、平成２４年度から始めております。平成２４年度に始めた当時は、広島県の西
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部こども家庭センターから講師を呼び、職員とともに実施しております。その後、２５

年は町の職員、２６年においては子育て支援センターのほうで実施をしております。 

  事業を始めたきっかけというのが、主に虐待防止という観点から事業を始めておりま

す。２７年度においてはグループというか、集団での事業は行わず、個別的に実施して

おります。トレーニング自体、一過性のものでなくて、継続して実施、支援していくと

いうことが必要だろうという考えで、個別で相談業務として取り入れております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 継続して考えていただけるということで安心いたしましたけれども、こ

の家族支援についての予算が、いずれも厚生労働省が今年度予算で計上しております地

域生活支援事業を活用して事業化できることになっておりますので、また現在の方法、

またより丁寧にされるために、またこういったことも活用してやっていただきたいと思

います。 

  それでは、４点目の教育現場における個別の教育支援計画や指導計画の作成について

でございますが、先ほどの御答弁にありましたように、きちんと作成しておりますとい

った御答弁だったと思うんですけれども、この個別の教育支援計画というものをつくっ

ていらっしゃる、通常学級の場合は担任の先生であると思いますし、支援学級の場合は

支援学級の先生がつくられているんだと思うんですけれども、何点かお見せしていただ

きましたけれども、これが本当に果たしてきちんと機能しているのかどうかといったと

ころが疑問がございます。 

  というのも、私のところにここ近年、この支援学級に通う保護者の方からの相談がか

なりふえてきております。その中には支援学級に通う中でうまく教師と連携がとれない

というか、支援の体制がどのようになっているのかといったこともあると思うんですけ

れども、実際に子供たちが学校に行かれなくなっているといった現状も、二、三年前に

も議会で言わせていただいたと思うんですけれども、そういった現状がございます。こ

の点についてどのようにお考えでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 横山教育部次長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） 個別の支援計画の中では、学校によりましてはまず目標を立てま

して、その目標に向かっての手法、手だてを考えてまいります。そして最後には評価を

するという形の計画を立てております。ということで、必ず最後には振り返り、見直し

を行うということを行っております。その見直し、振り返りを行うことによりまして、

個々の支援に沿ったものとなるよう、計画を再度修正していくという形で臨んでいると

いう状況でございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） この教職員の方を対象とした発達障害児教育支援スキルアップ研修とい

うものがございます。これは広島県の取り組みで平成２７年度から始まっておりますけ

れども、こういった研修会に教員の方は参加されているのでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 横山教育部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） そういった指導する先生方の研修ということで、そういった研修

にももちろん参加をさせていただくとともに、ソーシャルスキルトレーニングという形

の研修を行いまして、こちらを受講した先生が、夏休み期間中などを利用しましてほか

の先生方に報告会を開き、構内で研修内容を広めたりといったようなことも行っており

ます。 

  また、昨年度の場合ですと、広島県の教育センターのほうから講師をお招きいたしま

して、サテライト研修という形で熊野町の先生方の研修も行っているところでございま

す。 

  また、あるいはスクールカウンセラーの方からカウンセリングの方法などを学ぶとい

った機会を設けたりしているところでございます。 

  また、学校によりましては、指導計画、支援計画をもとに年度当初に全職員の意識統

一を図るために、当初会議、話し合いの場を設けるなどしているところでございます。

また、特別支援学級の先生が県で行った発表会、これをまた学校内で同じように発表し、
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校内の先生方にも意識統一、研修を行っているということも行っております。 

  また、県立の特別支援学校のほうでは地域におけるセンター的機能を有しているとい

うことで、小・中学校の先生方への支援、あるいは研修等協力をいただいているところ

でございまして、こういった研修のほうも活用しているところでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 改正発達障害者支援法の中の教育８条の欄に、「十分な教育を受けられ

るようにするために必要な措置として、他の児童とともに教育を受けられるよう配慮し

つつ、適切な教育的支援を行うこと」とありますが、これについてはどのようにお考え

ですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 横山教育部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） 一言で発達障害と申しましても、例えば同じＡＤＨＤのお子様、

広汎性発達障害のお子様等でありましても、個々の状況等は必ず違うということを念頭

に置いた上で、その子その子に合った指導、支援を行っていくことが必要であろうとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 学校の先生も非常にやることがたくさんございまして、大変だと思うん

ですけれども、国のほうも特別支援教育の充実の観点から、通級による指導担当教員の

基礎定数化による教職員定数の改善を実施するということで、これ８９０人となってお

りますが、動かれておりますので、こういったことも含めまして、しっかり対応してい

ただきたいと思います。 

  それでは、この発達障害児を抱えたお母さんたちの困難というものははかり知れない

ものがありまして、私のところに御相談に来られた方の中には、就学児健診では発見さ
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れなかったのに、発見されなかったために通常学級で小学校に入学し通い始めたところ、

入学後の健診で発達障害の疑いがあるということを言われ、通常学級では授業を受ける

ことが困難になって学校に行けなくなっているといったお子さんもいらっしゃいます。

こういったお子さんに対してはどのように対応していかれるのか、お伺いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 横山教育部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） 就学支援委員会、今年度から教育支援委員会というふうに名称が

変わりましたけれども、こちらにつきましては、例えば幼稚園、保育園自体から気にな

るお子様等がいらっしゃいました場合には、幼稚園、保育園のほうからも情報をいただ

きまして、それによって実際に行動観察をさせていただいたり、あるいはお母様、保護

者の方からの御相談等によりまして、そういった発達障害の可能性のあるお子様の対応

について、今後どのような支援、教育を行うのがいいのか、そういったことは検討させ

ていただいているところでございます。 

  就学児健診のときに発見ができなかったということもございますが、こちらにつきま

しては今後、就学児健診で発見ができるという状況がどういう形でとれるかわかりませ

んけれども、例えば就学児健診の最後にはお子様の質問といいますか、お子様に対して

のいろんなヒアリングと申しますか、そういったものを行っております。そういったと

ころでの対応についての今後の課題、そういったものも検討してまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 以前も申し上げましたが、就学児健診で最後に行われる質問というのは、

親御さんは部屋に入られないで、お子さんだけが入って質問されるといったことをお伺

いしております。先ほど民生課の部長からも答弁ございましたように、今年度から５歳

児健診もということを言われておりましたので、十分な体制で行っていただきたいと思

います。 

  もしも私のところに相談に来られた方が就学児健診で発見されていれば、入学当時か
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ら支援学級のほうで過ごすことができたと思います。しかし、発見されなかったために

通常学級ということになりまして、入学後の健診でわかったということで、本人も大変

苦しんでおりますし、親御さんも大変苦しんでいらっしゃいます。今のままの状態です

とこのまま学校に行けなくなるという、ずっと不登校になってしまうといったことがご

ざいますので、こういった現状になるということは子供たち一人一人の教育を受ける権

利を剥奪することになると思うんですけれども、こういったお子さんに対して、学校に

来れるようにどのような体制を整えるとお考えでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 横山教育部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） 現在、例えば通級学級による指導といったようなこともございま

す。通常学級にいらっしゃるお子様でも、やはり多動であるとか、いろんな状況によっ

て授業等に集中できないというお子さんがいらっしゃろうかと思います。そういったお

子様に対して、例えば特別支援学級のほうで一緒に勉強を学ぶといったようなことも、

そういった通級学級による指導といったものもございます。そういったものも十分考え

た上で、そのお子様がいかに勉強することができるか、そういう体制をつくっていく、

そういうことを検討してまいりたいというふうに思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 全ての児童が喜んで学校に通えるような体制を整えていただきたいと思

います。また、泣きながら保護者の方が相談に来られることが今後ないように、しっか

り検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で、沖田議員の質問を終わります。 

  続いて、１０番、大瀬戸議員の発言を許します。 

  大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○１０番（大瀬戸） １０番、大瀬戸でございます。 

  熊野町の自然に関することについて質問させていただきます。 

  熊野町の個性を見るときに、筆とともにまず思い描くことは、いつでも目に入ってく

る周囲の山々ではないでしょうか。その山々を源とする小川の数々。麓に広がる田んぼ

や畑。今も多く残る自然と人々との共存が生んだなれ親しんだ風景が、ふだん気づかな

いままいつもそばにあります。これからのまちづくりを考えるとき、この大きな財産と

もいうべき豊かな自然を考慮に入れないことは、とてももったいない気がしております。

人はどこかに自然回帰の本能があるように思います。自然に触れるだけで精神的なゆと

りが生まれてきます。小さな子供にとっては情緒を育む大切なツールであり、本来経験

するべき重要な過程ともいえます。 

  ただ、一昔前のように、子供たちが勝手に山や小川に入って遊ぶという情景を見るこ

とは今では大変困難になってきたようです。自然ですから、当然さまざまな危険がつき

まといます。今の環境は、そういった場所に子供を近づけないようにすることが大人の

責務のようになってしまいました。 

  本来なら手つかずの自然に触れることこそ教育なのでしょうが、時代背景を思うとき、

ほんのちょっと行政が後押しすることで安心して自然に親しむことができるなら、熊野

町の自然はすばらしい財産へと変化するのではないでしょうか。 

  具体的には親水公園です。子育て世代や若者たちの憩いの場になりはしないかと。コ

ミュニケーションの場、健康維持の場の可能性もあるのではないかと考えます。 

  また、一方で、最近はトレッキングブームです。健康志向が高まる中、高齢者の中で

も低山に入って負荷の高い山歩きをする人がふえております。幸い、熊野町は周囲が山

で、そのほとんどに登山道があります。町内外の愛好家に熊野町の自然と歴史を感じて

もらい、常に元気で生活してもらうために、トレッキングの拠点整備もあわせて進めて

いく必要があるのではないかと思います。いずれにしても、小さな子供からお年寄りま

で、また教育から健康づくりや観光まで、さまざまな面から見ても魅力の再発見ができ

る資源であることは間違いありません。 

  今、筆の里工房周辺の整備が始められようとしています。まだ全体像はでき上がって

ない段階だと聞いていますが、この際、この計画に親水公園やトレッキング拠点をあわ

せて整備することを織り込みながらの立案を検討できないか、質問いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 町長の答弁を許します。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 大瀬戸議員の「自然に親しむ場の整備」についての御質問にお答えいた

します。 

  総合計画に基づき、自然保護への意識啓発や活動を推進し、自然との共生や利活用を

図ることとしており、里山整備など、自然に触れ合う場の確保を進めているところでご

ざいます。本町の社会資源である里山を初めとする豊かな自然環境を今後のまちづくり

に生かし、心豊かで潤いのある生活空間を再生するため、機会を捉えて整備検討を進め

てまいりたいと考えております。 

  詳細につきましては、副町長が答弁いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 大瀬戸議員の「自然に親しむ場の整備」についての御質問に、詳細に

お答えいたします。 

  議員御指摘のとおり、本町は、まちの資源ともいえる周囲の緑豊かな山々と、そこか

ら流れ出るきれいな水に恵まれています。かつては、子供たちも春には弁当を持って山

に登り、夏には川で泳いだり、魚とりをしていました。本町の自然は、子供たちの遊び

場であったと思います。こうしたことから、第５次総合計画におきましても、自然環境

の保護と合わせ、里山林の遊歩道の整備や公園の整備など、自然と触れ合うことができ

る場の整備を行うことを施策として掲げております。 

  今後、自然を親しむ場の整備を進めていく際には、町内全体の資源活用を視野に入れ

て検討をしてまいります。 

  また、町内には、自然環境のことを考え、保護、整備をしてくださる地域やボランテ

ィアの方々がおられます。町といたしましても、まちづくり協働推進事業補助金等を活

用し、こうした活動への支援も引き続き行ってまいります。 

  なお、現在、検討しております筆の里工房周辺の整備につきましても、自然との調和

を図る必要があるものと考えているところでございます。 

  以上でございます。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１０番（大瀬戸） ありがとうございます。 

  これに関しては、ほとんどの方が抵抗のない話ではないかと思うんですが、ただ問題

はどこらあたりまで、どの辺まで手を加えるか、お金をかけるかということになってく

ると思うんです。 

  現在、若い子育て世代が子供を遊ばせる場所というと、熊野町内ということになりま

すと非常に限られております。小さな公園が点在しているところで遊ばせるか、あるい

はみらい交流館のところの大型遊具というのが計画されておりますから、これができれ

ばそのあたりも遊ばせる場所になるんではないかとは思いますけれど。 

  これだけたくさん町内に自然があって、しかもそれほど険しくないようなものばかり

なんですが、いざそこで遊ぶとなると大変、例えばマムシが出るでありますとか、危険

だということで、子育て世代の今の親自体がそういったところで遊んでない親がふえて

まいりましたので、どうしてもそういうところに近づきにくいと。せっかくあるそうい

う自然を利用できないでいるというのが現状のように思います。そのときに、先ほども

言いましたが、ほんの少し手をかける、ほんの少し手を入れることで、それが安心して

遊べる場所になるんではないかと思うわけであります。 

  たまたま筆の里工房周辺の開発と、整備ということが計画されるということでありま

すので、ちょうどそこらあたり、小川も流れおりますし、あわせて考えたらどうかとい

うことであります。 

  また、それ以外にでも町内、例えば以前呉地ダム周辺はキャンプ場として水辺の木造

の整備でありますとか、そういったものが以前できておりました。今は人が余り集まら

ないんだと思うんですが、ほとんど朽ち果てたような状態であります。これも恐らく危

険だとかいうことがあったんではないかと思われます。 

  また、水辺ということであれば、初神の三谷川上流あたりも十分な自然が残っており

ます。こういったあたりで、場所としては町内一円ぐるりとあると思うんですね。それ

をもう一度調査といいましょうか、調べてもらう。あるいは過去に調べたものがあるの

なら、それを利用するということを思うんですが、そのあたりの実態調査といいましょ

うか、実態把握というのはどうなってるでしょうか。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 大瀬戸議員のほうから町内各地の調査という形でございますが、現在

のところ、明確に調査という形のものは行っていないだろうと思ってます。 

  今回、筆の里工房の上のほうにつきましては開発を計画してるということで、さまざ

まな今、どういう形のものがいいかということは勉強しておりますが、もともと呉地ダ

ム周辺も一時期は多くの方が・・・もってたという形の中から、今は距離的なものもあ

り、また周辺を歩いていくと今のちょうど時期、スズメバチとかいう形のものも呉地の

ほうはおるよとか、マムシがおるよといった形のことも情報が流れてきて、だんだん人

が遠のいていくという形になってるところだろうと思ってます。 

  いずれにしても、議員御指摘のとおり、子供たちは自然の中で親しむということはい

いことだと思いますし、また町のほうも調査できる状況の中で、いろんな形とか、新た

なことができないだろうかというのは考えてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１０番（大瀬戸） ぜひ再確認をしていただきたいところであります。 

  周辺にも、例えば府中町のみくまり峡でありますとか、呉の深山の滝とか、あるいは

川ではないですけど坂の人工海岸とか。呉の深山の滝に関してはほとんど自然ですけど、

遊歩道はあります。それぞれの内容は違いますが、周辺市町にもそういった場所があり

ます。わざわざ隣町から行ったりもしておるようですし、熊野町からも行っている人も

います。逆に、そういったよその町から交流といいましょうか、熊野にも来てもらえる

ような、そういった場所があるといいなというふうに感じておるところです。ぜひとも

開発といいましょうか、整備可能な場所があるとすれば候補に挙げて、何かのときにそ

れを常に頭にあって開発する。林道をするにしても、何をするにしても頭の中に入れと

いてほしいというふうに考えます。 

  また、親水、水とは違いますが、同時に山ですけれども、先ほども答弁ありました、

里山等の整備と。確かにここずっと続いておって、山も随分きれいになったようです。
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特に、今の筆の里工房周辺にはいわゆる城山に登る道の登山口があります。すぐ上には

ゆるぎ観音があって、非常に神秘的な、非常に貴重な場所がありますので、このあたり

も含めた、一体となった文化と歴史と、そして健康とあわせもった開発といいましょう

か、計画を立てていただければ、私はこれで非常にいろんな面で活性化が起きるんでは

ないかというふうに思っております。 

  特に、最近、この城山の山塊といいましょうか、連山は広島湾岸トレイルというもの

の中に組み込まれて、周辺の市町が、あるいは開発といいましょうか、していこうと、

アピールしていこうというふうな流れが起きているようです。これに関しまして、熊野

町としてはどのようなスタンスを今とっていて、今後どういうふうに思っているのかと

いうところを一つ聞いてみたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 全部の答えじゃないんですが、親水広場、検討しております。ただし、

大瀬戸議員が言われたようにマムシ、あるいはハチ、これらをどうするかという問題が

残っています。水のあるところ、特に筆の里工房の上はマムシが多いと聞いております

ので、万が一事故が起きた場合にどう対処するか、これを考えながら今やっております。 

  それから、今トレッキングルートですか。たちまち私の考えでは、筆の里工房から開

発にあわせて海田の総合運動公園、ここを結ぶルートを海田の町長とも非公式の場で、

どうかなということを話し合っております。尾根を通るルートになると思うんですが、

ちょっと難しいかなという気もするんですが、何らかの形で熊野町の山が接しているの

は海田が主でありまして、工房の新しくできる、再開発するところを起点として、海田

町とできれば総合運動公園、ここを結ぶルートを手始めにやっていきたい。その他のル

ートにつきましては、また今後検討していきたいと思っております。 

  以上が基本的な考えです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１０番（大瀬戸） 大いに進めていただきたいと思います。 

  道そのものは、今でも総合運動公園まで行く道そのものは今でもあるんですが、例え
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ば駐車場でありますとか、総合運動公園は駐車場はあるんですが、ゆるぎ観音のところ

の駐車場まで行くアクセス、これ自体がないですし、それから、今整備されました工房

からゆるぎ観音までの旧山道などは、あそこを利用していくということになれば今度工

房に車を置くと。この工房がやっぱり拠点になるんですが、まず工房に来ていただくと。

工房を拠点としていただくというような動きを、当然今度の計画で、整備でそれはもち

ろん当然あるんでしょうが、そのあたりを忘れないようにしていただいて、山で遊んだ

人は工房に立ち寄るというようなことならなおよろしいと思われます。 

  それから、先ほど質問した中に、湾岸トレイルに関する話。これに関してもう一度お

答え願えませんか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 湾岸トレイル、これは江田島のほうから坂、矢野、熊野、海田、

ぐるっと回って、府中のほうを回って、広島県の中央部を１周するような形で今整備を

されているものでございます。熊野町のかかわりといたしましては、もともとは安芸区

のボランティアの方々と熊野町でいいますと、くもの会の皆様で一緒になって整備され

た安芸アルプスというのがございました。これがその湾岸トレイルのルートの一部とい

うことでかかわりがあるというものでございます。 

  これまでボランティアのくもの会の方々が中心となってかかわってくださっていると

ころで、湾岸トレイルにつきましては、今後、県レベルで広がっていくものですので、

そういった中で町といたしましても、例えば熊野町の登山口でありますとか、そういっ

たものの紹介というものは、機会がありましたらしていきたいというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１０番（大瀬戸） 町として、そのトレイルの会みたいなのに積極的に入っていくとい

うことではないということですかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 呉地域連絡協議会というのに熊野町も入っておりますが、こう

した中で江田島市さん、それから呉市さん、坂町さんといろいろ話す機会もございまし

て、この中で足並みをそろえて参加について考えていこうというふうにお話をしている

ところでございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１０番（大瀬戸） わかりました。ありがとうございます。 

  どっちにしても、今、先ほど申しましたようにトレッキングブームでして、例えば今

の安芸アルプスという城山の山並みですが、ほとんどの紹介されている物件なり、ネッ

トなり、パンフレットなり、全部が海田側起点なんですね。矢野海田側が起点。確かに

尾根は町境ですが、全部起点はあっち側なんですよ。ぜひそれを熊野のほうからも入っ

ていけるように、同じような向こうからもこっちからも行けるよというようなところま

で協力をしてもらったら助かるなと。そうするとまた随分熊野の見られ方が変わってく

るんではないかというふうに思います。 

  結構団塊の世代の方々が健康維持のために山歩きをされるというのが随分ふえている

ようですから、そういった方々にアピールして、人が入っていけば道は整備しなくても

自然に大きくなりますので、そういったような形できっかけづくりをしていただければ

と思います。 

  同時に、何年か前に似たような質問をしたときに、登山道はもう既にありますので、

その登山口に駐車スペースが欲しい、あれば隣町からも来てもらえるという現状があり

ます。例えば、具体的にいえば土岐城ですね。土岐城は、残念ながら登山口は何カ所も

あるんですがその周辺に車をとめるところはありません。ですから、せっかくうまいぐ

あいにきれいにしてもらったんですが、なかなかそこへ近づきにくいという環境がござ

います。理想はそりゃトイレがあって水があって、広い駐車場があるのが理想ですが、

そこまでなくても、少なくとも数台の駐車スペースを各山に一つずつぐらい確保できた

らこれにこしたことはないと思っておりますので、その辺は地権者の方とのお話という

ことになると思いますから、ちょっとそのあたりを粘り強く、ボランティアの世界にな
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ってくるとは思うんですが、推し進めていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 議員御指摘のように、いろんな形の観点に立ちまして、調整なり、ま

たそういう形のものを目指して努力していければと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 大瀬戸議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１０番（大瀬戸） ぜひ頭の片隅に入れて、さまざまな計画をするときに熊野町の自然

を取り込むという一つのエッセンスとして、自然を考慮に入れるというような考え方で

進めていただけたらと思います。 

  以上で質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で、大瀬戸議員の質問を終わります。 

  続いて、９番、荒瀧議員の発言を許します。 

  荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（荒瀧） ９番、荒瀧でございます。 

  私の質問、広島熊野道路についてでございます。 

  この道路、１９９０年慢性的な渋滞解消のために、有料化で町民の悲願の道路として

開通、供用されました。一方、３０年後、２０２０年には道路整備特措法という法律に

基づきまして無料化が今迫っているところでございます。町民のニーズもたくさん多様

化しております。毎日の通勤、通学で苦労してらっしゃる方、急用でどうしても矢野駅

までは時間を読みながら行きたい方、こういう方々からは以前のような渋滞にならない

かという御心配の声が高まっております。私どもの視点から見ますと、熊野町は熱心に

国会陳情も含めてこのトンネルの事業化には主導的役割を果たしていただいたものと認

識しております。その自治体の責任として、この道路をいかに有効に生かしていくか、

これをお伺いしたいと思います。 
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  まず１点目、社会動向の認識でございます。当時はバブル最盛期でございます。こん

な中、海田大橋から矢野地区区画整理事業から沿革を再確認したいと思います。 

  ２番目、これは危機管理の視点からでございます。最悪の事態、どんな状態になるか

想定してみないといけないと思います。 

  ３番目、これは合意形成の問題でございます。民主主義というのは原点、日本も７０

年余りたちましたが、賛成多数決で決める時代は終わりました。合意を形成していく時

代でございます。極端から極端に離れずに、その中で町民のニーズの一番高いものを模

索する時代に入りました。こういう視点の中で、どういう最善策があるかというのも考

えていきたいと、お伺いしたいと思います。 

  ４番目、これは町の総合計画の中で住民のニーズの高い部分でございます。定時制交

通がない熊野にとっては、交通・・・というのは非常に住民のニーズが高うございます。

そんな中、町の認識としてはどうかというのを伺いたい。 

  ５番目、これは一つの道路法を含めて可能性を模索するというのが私ども議員と政治

家である町長の責任であろうと思います。法律は縦に読めば一辺倒にしか読めませんが、

横からも下からも読めると私は信じております。そういう意味での再投資ができないか、

協議してみたいと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長の答弁を許します。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 荒瀧議員の「広島・熊野道路について」の御質問にお答えいたします。 

  広島熊野道路は、慢性化していた県道矢野安浦線の交通混雑の解消を目的として、平

成２年１２月に供用開始された一般有料道路で、現在、１日当たり８,０００台から９,

０００台程度の利用があり、交通渋滞の緩和に大きく役立っているところであります。

町といたしましては、広島熊野道路を利用した広島市方面への円滑な交通が確保される

よう、無料化に際しましては必要な対策を講じていただくよう、県及び道路公社に要望

しているところでございます。 

  詳細につきましては、建設部長に答弁をさせます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 荒瀧議員の「広島・熊野道路について」の御質問に、詳細にお答え

いたします。 

  先ほどの町長答弁のとおり、本町は、広島熊野道路の無料化に際し、円滑な交通を確

保するために必要な対策を講じていただくよう、広島県及び広島県道路公社に要望して

いるところでございます。これを受け、今年度から海田大橋入り口付近の渋滞対策が県

道路整備計画に盛り込まれたところでございます。 

  あわせまして、広島県、広島市、広島県道路公社及び本町で構成される広島熊野道路

の移管に関する協議会において、管理者への適正な移管と移管後の周辺道路の円滑な交

通確保に向けた協議を行うこととしております。この協議会において、無料化、すなわ

ち移管後における円滑な交通が確保できるよう、町としても積極的に関与してまいりた

いと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（荒瀧） まず１点目の件ですね。余りこれは深く話していただけませんでしたけ

ども、３０年前、多分今の執行部の方も３０年引きますとまだ役場に入ってらっしゃる

かどうかわからない。渋滞を体験された方も多いと信じるわけでございますけども、今

の、３０年たちますとこの道路が当たり前という状態になっております。 

  日本中見ましてもこれだけ優良な有料道路はないと。実はこの近辺でいいますと温品

バイパスとか、呉広島アクアライン、これ実は有料、料金を払って通るに値しないとい

うんで使われなかった。それで社会実験をされた経緯があります。何ぼまで高速料金、

有料の料金を下げたら利用していただけるかと。でも熊野は反対なんです。もうドル箱

でございますね。 

  これ今３０年たちましたけども、どのぐらいの収入になっておりますか。この投資額

は確か８１億円でできた道路と聞いておりますが、いかがですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 広島熊野道路における年間の収入額は、約５億円から６億円とい

うことだったと記憶しております。 

  償還終了の時期が平成３２年という予定となっておりますけども、こちらのほうも予

定どおり行けば無事に償還が終わるというような状況であると伺っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（荒瀧） ここ今のお話のとおり、３０年かけますと１８０億とか１５０億の収入

のある道路なんですね。もうこれだけの優良な有料道路。本当に町民の願いでもありま

したが、実はこのいきさつは、当時、アメリカ・日本の貿易不均衡がありまして、４０

０兆円、国内に投資した時期であります。全県に飛行場をつくりました。広島市中から

西条に飛行場を・・・。そんな中で勢い、もういろんな計画を立てられて、ちょうどそ

のときに矢野の区画整理事業が起こりました。土地がどんどん上がるんですから、事業

会社もできるというんで、それにまた県も乗ってらっしゃったんだと私は理解をしてお

ります。 

  私も当時三セクにおりましたものですから、一番下っ端でしたけれども、ｻﾝｶｲ・・・

とか大きな構想が出た。私どもの町会議員の中にもその情報をたくさん持ってらっしゃ

る方がおられます。それをまた共有しながら、チャンスを生かしてこの道路をより魅力

的なものにする。これはもう法律だからしょうがないと見るのか、ステージを変えると

か。ここらが次のステージに入るんですが、それ以前にちょっと協議会を設けられるん

でしょうけども、今は・・・らっしゃる。４年後に迫っておりますが、最悪の混み状態

はどんな状態になると想定されてらっしゃいますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 無料化後の交通量の推計の数字につきましては、県のほうが検討

しているということは伺っておりますけれども、まだ具体的な数字のほうは教えていた

だいてないという状況でございます。 
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  参考なんでございますけども、現在、広島熊野道路、交通量は年間約３００万台とい

うことでございます。平日の交通量につきましては、今９,０００台前後ということで

す。休日につきましては７,０００台弱という状況となっております。 

  なお、今年度、ことしの３月１７日に山陽自動車道八本松トンネルで追突死亡事故が

あったと思いますけども、このとき山陽自動車道が一時通行どめとなりました。このと

きに国道２号やまた矢野安浦線、東広島呉道路を通って迂回された車両がおるようでご

ざいまして、この日につきましては約１万６,０００台の交通があったということをお

聞きしております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（荒瀧） これが大体今までのやり方で、実際やってみないとわからないというこ

とになろうと思うんですが、ただここから地頭というんですね、これが。石頭とはちょ

っと違うんですが、どのぐらいの方々が広島市内に出てらっしゃるかというのがあって、

どうも平成２２年の国勢調査があるようでございます。通勤で行かれる方、通学で行か

れる方、この数字をちょっと教えていただけませんでしょうかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 平成２２年の国勢調査で、１５歳以上の就業者の方が、これは

広島方面と思われる方なんですが約４,０００人。それから１５歳以上の通学者の方で

約５００人というような数字になっております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（荒瀧） 大体４,５００人でございます。１世帯当たりの大体世帯人数が３.幾ら

ぐらいでしたかね、熊野は。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 堀野住民課長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○住民課長（堀野） ２８年３月３１日で、世帯数のほうが１万５５４世帯ありますので、

人口で割ったら約２.４ぐらいになるかなと思います。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（荒瀧） 大体いい数字になりますね。２.５にしますと大体４,５００人ぐらいの

方が通勤されてて、その家族まで含めると１万人を上回る方に通勤の負担がかかってお

るという。子供の１人でも、家族の１人でも向こうに通勤されたことがある方は体験が

あろうかと思うんですが、混むとなるとお母ちゃんは朝早く起きにゃいけんのです。子

供の通学で混むとなると早く起きていかにゃいけんのです。そうすると、試験のときな

んか、夜遅くまで勉強しとると家族の中がぐちゃぐちゃになるんですね。みんな気を使

いながら戦争のごとくなるんです。ほんとに朝は戦場じゃないですが、弁当をつくる親

もおれば、早く着がえてしなさいと、ほんとこれが実態なんです。 

  それが今、優良な有料道路があるためにあそこで整流効果があるんですね。ちょっと

お金をかけたくないなと。時間があるなという方は旧道を通られる。急いでいる時間を

買いたいという方は有料道路をとられる。有料道路が８,０００台。トータルで２万１,

０００台ぐらい今通られるようですから、１万８,０００台ぐらいの人は、１日に旧道

を通ってらっしゃる。これは自分の判断で整流されてらした。これがきっと無料になる

と１００％まず入ります。何か事故、何かが発生すると今度は旧道へ行く。 

  その中で、立体交差の計画もあるようでございますが、あれができると随分効果が上

がってきますが、矢野駅前なんかはすさまじい渋滞が起こると思います。となると、あ

そこに入っていくバスが入れない。通学のバスが入れない。どう想像されますか。それ

以上の情報は出せないと言われますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 前回６月の議会でも答弁させていただいたとおりなんですけども、

具体的な数字についてはまだいただいてないので、それに関してはいただけるような形
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にしたいと思ってます。 

  前回の答弁のとおり、渋滞というか、今より交通が混雑するとされている交差点につ

きましては、まず平谷交差点とトンネルからおりた最初の信号、たしか土居交差点だっ

たと思いますけども、それとおりたＪＲを超えて消防署の前と、それと海田大橋入り口

交差点ということはお聞きしております。 

  言われた矢野駅に入る交差点につきましては、感覚でいうとそこも混むだろうという

のは感じておりますので、それも協議会の中でこちらからも発言して、必要な対策が要

るのかどうかということも含めて投げかけてみようかなと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（荒瀧） これはもっともっと真剣に、本当は実際社会実験をしてみれば明らかに

なるんで真剣味がわくんですが、どうもそういう動きをされないという方向づけ。法律

がこう書いてあるんだからもうこのとおりするんだと。ただ、道路法の原点は公共の福

祉に供するというのが原点でございます。それがためにもとの３０年前の時計に戻すと

いうような実態が想定できるんであれば、それ以外の発想というのはできないかなとい

うふうに私は思っております。 

  この間の生涯学習でワークライフバランスという講演会がございました。イクメンと

いう、今社会問題といいますか、現実問題。男性も育児に参加する、家庭に参加すると

いう現実に起こってきた。生産性の効率というのは先進国の中では日本が一番おくれて

おります。経産省もこれを挙げて、改善されないという時代に入っていると思います。 

  国交省のほうは、こういう渋滞緩和に対して生産性をアップするという意味ではどう

いうふうな見解を持ってらっしゃるか、情報を持ってらっしゃいませんか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 現在、国土交通省の道路の整備に関しては、・・・効果の早期発

現ということで、産業の活性化とか、交流人口の増加に資する道路について、重点的に

整備を行うという方針であると伺っております。 
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  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（荒瀧） そんな中、実は特区という制度がありますね。大体有料道路をつくると

いうのは非常に、本来は無料です、道路は。でも、最初のリーダー、南崎町長らは多分

悩まれたんだと思うんですね。本来は無料がよかった。でも負担せにゃいけん。でも開

いてみたら、有料のほうが効を奏したという結果が出たんですね。 

  そんな中、道路を整備するにしてもお金が要るわけです。立体交差をしていくにもお

金が要る。それ以前に、この広島熊野道路の中にＥＴＣも含めて再投資をするというよ

うな発想は持たれてませんでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 基本的に、かた苦しい話になるとは思いますけども、有料道路は

道路整備特別措置法において、道路は基本無料公開というのが原則であるという、その

例外として法が整備されているという背景がございます。基本的には、料金徴収期間満

了後は無料化にしていくというのが道路の本筋じゃないかというふうに考えているとこ

ろでございます。基本的には本町としてもその無料公開のスタンスを原則としまして、

円滑な交通の確保につきましては、県及び関係機関が認識を共有して、必要な対策につ

いて連携して実施していくことが必要なのではないかというふうに考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（荒瀧） このあたりはまだまだ知恵は出るんではないかと思うんですね。例えば、

今の有料道路、矢野のあそこのガソリンスタンドから平谷まででございますね。これ例

えば熊野筆街道という名前にして、熊野の玄関口に逆に取り込んでいくわけです。これ

は広島市との協議が随分大事だと思います。 

  今、実際問題交流人口をどうするかと。広島市は中心都市圏として、中枢都市圏とし



－72－ 

て頑張ろうとされてらっしゃいます。東の玄関口になる。これ一丁目１番地になるエリ

アなんですね。県の公社は引いていただいて、無料化で、あとは広島市と熊野が手を組

んで、ここに投資をして有料道路を残すと。こういう発想はできんでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 先ほども答弁させていただいたとおり、有料道路につきましては

無料公開の原則の例外として規定されております。という中で、基本的には償還が終わ

った後は無料でというのが基本になると。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（荒瀧） 行政の役員さんは法律を守るために雇用されておられますので、町長に

最後にお聞きしたいと思うんですが、議会としての御意見は皆さん、さまざま持ってら

っしゃるんではないかと思うんです。知恵もそれぞれ持ってらっしゃると思うんです。

ということは、町長、前に御答弁あったようなスタンス、これを再確認させていただき

ながら、より魅力ある町、より魅力ある矢野安浦道路、この西条のバイパスと安芸バイ

パスを結ぶ大変な動脈になります。場合によればリムジンバスも通ってくるでしょう。

宇品からも上がってきますよ、リムジンが。外国人客、宮島から熊野を通って行かれる

んですよ。矢野のエリアの中に道の駅を広島市が整備してくださるかもわかりません。

国道に昇格できるかもわかりません。こういう夢を描いていくのが私は役目じゃないか

と思うんですが、もう一度、最終町長のスタンスをお聞きしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 私も夢がないわけじゃないんでございますが、やはり地域を回っており

ますと、１４自治会、有料化のままでいいという人は結構少数なんです。早う無料化し

てくれという人が多いんでございまして、あと４年たてば確実に無料になります。渋滞

の問題は研究に入ってますので。今さらＥＴＣをつけて有料化なんかにしたら、それこ
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そ大変なことになります。やはりあくまでもあの道はただにしてほしいというのが、私

の感覚では６割から７割、もっといると思います。そういう感覚で捉えております。 

  玄関口の話もありましたが、広島広域都市圏、中枢連携都市と申しますけども、それ

もﾀﾞｲｯｶﾝであります。ただ、広島市も山口市を含めて２６市町村と連携協定を結んでお

りますので、熊野だけそういった過大な投資になります。できるかどうかわかりません

が、共同でできるところは考えていきたいと考えております。 

  あの道が大変重要なキーポイントになるのは確かでありますが、先日も、町は直接関

与はしておりませんが、アンジュヴィオレの専用練習場なんかもできます。そうなりま

すと新しい町の拠点ということで、工房、あるいはアンジュヴィオレ、そのあたりをま

ちおこしの核として発展させていきたい。道路整備についても着実にやってまいりたい

と思っております。それが基本的な考えでございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（荒瀧） 最近、多数決の論議というのをちょっと読んでおります。例でいいます

と、マンション５階建てがあるといたします。エレベーターがあります。１階の方、エ

レベーターをほとんど使われません。５階の方、毎日使われます。日に何回も使われま

す。トンネルもそんな感じですよ。月に１回使われる方、毎日使われる方。毎日使われ

る方は３０ポイント、月に１回使われる方は１ポイントです。だから、どれだけの声が

眠っているかはわからない。今のように４,５００人の方が毎日通ってらっしゃる。そ

れだけの数字じゃないですが、税収もあちらに通勤していらっしゃる方が相当ウエート

を持ってらっしゃいます。 

  アベノミクスがどのぐらい影響出ているかは定かにわかりませんが、でも実際問題、

サラリーで働いて熊野に住んでいただいて町民税を払ってくださる方がふえております

ね、税収が。税制の制度も変わったようでございますが、いずれにしてもアベノミクス

をもって税収が上がってきておると、そういう方々の声を、同じ住民一人一人の声じゃ

なくて、よく使われる方の頻度と、月に１回、週に１回の方とは同じレベルではないと。

このあたりいかがですか、認識は。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） アベノミクスとかちょっとわからんとこがあるんですが、要は、やはり

たくさん使われる方は早くただにしてほしいというのが正直なところでありまして、５

年後、まだ今調査の段階ですが、わかりませんけども、やはり混むようであれば、ある

程度道路が無尽蔵に拡幅できるわけではないんで、混むようならば早く出るとか、先ほ

どいろんな家庭不和ということで申されましたが、私もトンネルができる前は県庁に通

っておりました。それは５時半に家を出ます。それは混むからです。７時前に出れば確

実に９時半になりましたので、当時は、そういうこともあります。おかげさまで家庭不

和はなかったんですが、そういったこともやはり各家庭でできることはやっていただき

たいという面があります。やはり車の流れというのは、道路ができると渋滞は最初起こ

りますけども、やはり皆さんの知恵である程度は解消できるんではないかと考えており

ます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 荒瀧議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（荒瀧） 認識の差があるようですね。これは議会のほうの皆さんの意見も集約し

ながら、再々使われる方でも、朝の時間、混む時間に使われる方の意見が大事だと。今

はそれが解消しとった時期、事故があったりいろいろ、雪が降ったりすると混む可能性

はありますよ。でも通常はあれがあるために、私も実感ありますよ、娘を駅まで連れて

いくのに。行きはあれを買います、時間で。帰りは下を通ります。ざっと並んでいらっ

しゃいますよ。寺屋敷のほうからおりてくる車も随分あります。実際の道の状態もよく

見ながら、最前の策を。 

  だから法律は確かにある。ただ、法律の中で可能性もある。特に、特区という時代。

自分のとこは自分でもうけなさいと。もうけたお金で再投資して、より魅力的な町にし

ましょうやと。私はこれは地方創生の原点と思っております。だから、そういう意味で

は、議員の中の意見も集約できるチャンスを私も願っております。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 以上で、荒瀧議員の質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

  再開は１５時１５分からとします。 

（休憩 １４時５８分） 

（再開 １５時１５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  続けて一般質問を行います。 

  ４番、諏訪本議員の発言を許します。 

  諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） ４番の諏訪本でございます。 

  本日は二つの質問をさせていただきたいというように思います。 

  一つ目は魅力あるまちづくりに向けた道路整備計画について。具体的には筆の里工房

への道路整備計画。それから、将来の交通体系についてお尋ねしたいというように思い

ます。 

  最初に、筆の里工房への道路整備についてですけども、本日の議会報告にもありまし

たけども、８月２日に熊野町議会で開催しましたワールドカフェｉｎ熊野、両中学校か

ら生徒が１９名集まって、魅力あるまちづくりについてみんなで意見を出し合いました。 

  その中で、生徒から筆の里工房がもっと町の中で、近くで便利がよければよいのにと

いう意見がありました。私はこれを一つのきょうのテーマにしてまずお話ししたいとい

うことから、今質問するようにしております。これは私も我々が持ち合わせてない、

我々が忘れているような意見を中学生がほんと多く出してくれまして、大変よい機会に

なったというように思っております。 

  考えて見れば、筆の里工房は建設から２０年を経過しております。筆の里工房への道

路整備が、私の見方では全くと言うと失礼かもわかりませんけども、道路整備は進んで

ない。道路整備は魅力あるまちづくり、あるいは町の活性化であるとか、よく言われま

す定住・交流人口の増加を図る上で欠かせないというふうに考えております。言い方を

かえれば、まちづくりの道路整備はまちづくりの基本であるというように考えておりま

す。まずは熊野町の観光拠点でもあります筆の里工房への道路計画について、お尋ねし
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たいと思います。 

  二つ目は魅力ある教育の町の実現に向けて、３月の議会で申し上げた子供たちの遊び

場の確保についてお願いしたい。特に、地域の公園が、私も数えたことがないんで、地

域の公園が幾つぐらいあって、そしてそれはどのように使えるのかと。その状況につい

てお聞きしたいと思います。 

  また、前回、回答をもらっている学校施設の開放が、その後、どの程度進んでいるの

かということをお尋ねしたいというように思います。 

  以上、２点についてよろしくお願いしたいというように思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長の答弁を許します。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 諏訪本議員の二つの御質問のうち、１番目「魅力あるまちづくりに向け

た道路整備計画について」の御質問は私からお答えし、２番目の「子供たちの遊び場の

確保について」の質問は建設部長に答弁をさせます。 

  現在、本町では、筆の里工房を核とした観光地としてのさらなる魅力向上を目指して

いるところであり、この施策の一環として、今年度から町道出来中溝線と北部農道の交

差点の改良に着手しているところでございます。 

  詳細につきましては、副町長から答弁をさせます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 諏訪本議員の「魅力あるまちづくりに向けた道路整備計画について」

の御質問に、詳細にお答えをいたします。 

  平成６年に開館した筆の里工房は、現在では年間約７万人が来館する本町の観光交流

拠点でございますが、最近は来館者数が頭打ちとなっており、観光交流人口の増加のた

めには、筆の里工房のさらなる魅力向上策が必要となっているところでございます。ま

た、世界遺産の原爆ドームや厳島神社などに毎年多く訪れる国内外からの観光客を筆の

里工房に取り込むための施策が必要であろうと考えております。 

  このため、筆の里工房の周辺整備等を含む観光戦略の策定に取り組んでいるところで
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すが、その一環として、筆の里工房方面に大型観光バスが円滑に進入できるよう、今年

度、町道出来中溝線と北部農道の交差点改良に着手したところでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 諏訪本議員の「魅力ある教育の町の実現に向けて」の御質問にお答

えいたします。 

  子供たちの遊び場としての小学校施設の開放状況でございますが、小学校ではグラウ

ンドを放課後や夏休み期間中に開放し、子供たちの屋外での遊び場を提供しているとこ

ろでございます。また、夏休み期間中は小学校のプール開放事業を行っており、今年度

は隊友会の協力を得て、予定どおりお盆前までの１５日間を無事故で実施することがで

き、延べ約８,０００人が水泳を楽しみました。 

  次に、公園についてでございますが、町内には子供たちの遊び場として利用できる公

園４１カ所のほか、防主山緑地、石神緑地の２カ所の緑地を合わせて４３カ所を管理し

ております。公園は、町民の誰もが快適かつ安全に、利用者同士のコミュニケーション

の醸成を図りながら利用できる町民共有の財産です。子供たちの遊び場としての利用は

もちろん、親子での利用、また祖父母との利用など、世代を越えて楽しく気持ちよく利

用いただきたいと思います。 

  公園利用に際し、他の利用者に迷惑をかけないよう最低限のルールとマナーを学びな

がら、積極的に子供たちの遊び場として利用いただければと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 済みません、教育委員会のほうからと思ったりしたんですが、沖田部

長のほうから答えてもらいましたので、済みません。 

  筆の里工房への道路の関係ですけども、先ほど出来中溝線ですか、それから北部農道

の交差点の改良工事ということでございますが、私から見たら、２０年もたってこんな

ことかというのが、ちょっと私も言葉は悪いんですが、率直な感想です。やはり私は筆
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の里工房へ向けた根本的な道路整備が必要だというように思っております。ぜひとも重

点施策、去年、私どれが重点施策ですかと言ったら、全部重点施策だと言われたんです

けども、やはり重点施策としてほんとにやっぱり本気になってぜひ取り組んでもらいた

い。ほんと腹を据えて取り組んでもらいたいというように思っております。 

  道路関係のことはちょっと後回しにしまして、先般、私のほうに筆の里工房関係で苦

情がありましたので、先にそのことを御質問したいと思います。交通体系のこととして

捉えてもらいたいというように思います。 

  筆の里工房では年間を通して多くの人気のあるイベントが開催されておりますけども、

結局、自家用車でしか行けないような施設になってしまってると、そういう気がしてお

ります。実際そうではないかと思いますけども、苦情があったのはスタジオジブリです

か、これがあったときに、おばあさんと孫の中学生が行った際、行くときは家族に自家

用車で送ってもらったけども、帰ろうと思ったら交通手段がないと。結局そのおばあさ

んと中学生は暑い中、熊野団地のバスの営業所まで、２キロぐらいありますかね、歩い

て帰られたと。大変しんどい思いをしたと。このような苦情について、町のほうという

か、執行部のほうとしてはどのように考えておられるのかということを、まず最初にお

聞きしたいというように思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 時光商工観光課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○商工観光課長（時光） 筆の里工房につきましては、豊かな自然に囲まれた熊野町らし

い立地にあるという反面、バス停から少し離れているということもございまして、公共

交通機関でのアクセスは弱いという面もあろうかと思います。ただ、運営面で申します

と、来館された方に、来てよかったなと思われるように、企画展、それから体験事業等

の充実というものを図ってまいりたいというふうに考えております。 

  また、先ほどのお話、後からということにはなるんですが、ホームページ等でも営業

所から例えばタクシーの御利用等も御案内させてもらっておりまして、工房内の公衆電

話等もそのまま残させてもらっております。 

  また、今後でございますけども、すぐに実現というのは難しいかもしれませんが、他

の観光地とのアクセス、こういったものを広域的な連携を模索しながら考えていきたい

というふうに考えております。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 今の段階ではそういう答えしかできないかと思ったりするんですが、

やはり私は、例えば後期基本計画、実際には５次の総合計画にも全く同じ文が載ってる

んですけども、「筆の里工房から出来庭、中溝地区周辺一帯を観光交流拠点として設定

する」とか、あるいは「町全体を回遊性のあるものとし」とかいうことが載っておるん

ですね。やはり計画はなかなか全部が全部実現できるとは思いませんけども、やはりこ

ういう言葉がある以上、やはりそれに対する前向きなというんですか、本当に取り組ん

でもらいたいというふうに思っております。 

  私もかつて体育施設に勤めたことがありますけども、やはり先ほどのおばあさんと中

学生じゃないですけども、リピーターをいかに呼ぶか、いかにふやすかということが大

事だというふうに思っております。やはり施設を使ってもらったり使用するというのは、

その人の時間をいただくんですね。やはりそういう中で、私はかつて県庁に勤めたころ

に学校の教員をしよったものですから余りそういう認識はなかったんですが、県教委に

入ったら行政マンはサービスマンだと。おまえらちょっとその認識が足らんよというこ

とを随分言われたことがあります。やはりそういうような考え方を皆持たなきゃいけな

いんじゃないかなというふうに思うんですけども、そこら辺について、ちょっと聞きに

くいことを聞くんですけども、町のほう、いかがでしょうか。そういう考え方、認識と

いうのは持っておられますでしょうか、どうでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 御指摘ごもっともだと思います。 

  それで、たちまち工房とそれから営業所、このルートは昔から言われております。た

だ、今この７万人の入場者の状況では非常に厳しい。赤字はもう目に見えております。

黒字になることは難しいんですが、赤字幅を最小限にしたいという思いがあります。 

  この議会、あるいは以前、去年あたりから言っております、工房の再開発。これが５

年ぐらい経過しておりますが、ここが完成した暁には利用者の増が見込まれますので、

その時点で前向きに検討させていただきたい。工房と営業所を結ぶシャトルバスですね、
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これをやりたいと思います。 

  この計画のほかに、広電さんが、前にも申し上げましたように大和ミュージアムと筆

の里工房、あるいは平和公園、これを結ぶルートを考えられておりますので、これも社

長から前向きな返事をいただいておりますので、大和と筆の里工房、あるいは平和公園

を結んだその三角の地点のシャトルバス、これも視野に入れながら検討していきたいと

思います。なるべく少なくとも工房と営業所のシャトルバスは５年後までに真剣に検討

したいと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 今の言い方でしたら、別にこの言葉じりをつかまえるわけじゃないん

ですけども、結局２０年たってそういう取り組みができてなかったと。新たな施設をつ

くらないと今の７万人程度の人間ではそういうシャトルバスですか、こういったものま

では準備できないということなんですが、例えば、これは私、全く素人考えですけども、

例えば要望があったりした場合、あるいはこのスタジオジブリのような大きなイベント

があったりした場合、臨時的にそういった送迎的なことを設けることはできないんです

かね。どうなんですか、そこを教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） おっしゃるように、過去にどういう形の状況があったのかというとこ

ろで、以前にシャトルバスという形で広電の営業所から工房までつないだこともござい

ます。ただ、利用者の方がやはり限られてくるということで、ほとんど利用の方がない

状況がございました。そういった形のものもございまして、継続的な運行のほうは今現

在はしておりません。また、イベントで大きなものをやったときには、例えば土日、祭

日等でお客さんが多いときなんかは臨時的に走らせたりしたことはございます。 

  今後の展開につきましては、先ほど町長が申しましたように、前向きに検討はしてい

きたいということはございますが、やはり利用の状況等を見て、毎日からの便を走らす

ということもちょっとできませんので、そういった形の観点をもって、いろんな形の中
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でより観光客をふやすことによってそういった形のものが有意義に走らせられるんでは

なかろうかということで、現在そういう形の計画を進めているというところでございま

す。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） いろんな御意見、お考えをお聞きしましたけれども、私としては、や

はり極端なことを言いますと苦情者に対して回答しなきゃならない、そういう立場にあ

ります。ぜひともこの問題についてはゆっくりほんと待っておられるような案件ではな

いというように思っております。ぜひとも筆の里振興事業団とも連携していただきまし

て、町内だけでなく、幅広く意見をいただいて、前向きに検討してもらいたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

  また、道路のほうの話に戻りますけども、筆の里工房は、車でしか行けないような施

設になっておるというのは先ほど言いましたけども、これは中学生の指摘だけではなし

に、多くの人がやはり疑問に思っておると思います。 

  ６月の質問に関連したものがありましたけども、ぜひとも筆の里工房から少し離れて

もいいから、中溝、あるいは出来庭、城之堀の方面から北部農道へ通じる道路が必要だ

というふうに私は思いますけども、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 筆の里工房への新たな道路についてでございますけども、過去、

榊山神社と筆の里工房をつなぐという観点から、自動車が通行できる道路について、２

案ほど迂回路を検討したことがございます。ただしいずれも実現には至ってないという

のが現状でございます。 

  なお、現在、筆の里工房への唯一の自動車アクセスルート、北部農道でございますけ

ども、これまでにも急勾配や急カーブの修正工事等を行っておりまして、現在でも舗装、

補修工事や、先ほど出ました出来中溝線との交差点改良工事等を実施しておりまして、

利便性の向上を図っているという状況でございます。 
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  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 出ておる資料でぐずぐず言うわけじゃないんですけども、（仮称）出

来庭中央線、マスタープランの中には出来庭中央線、あるいは萩原方面から（仮称）萩

原城之堀線というのがマスタープランに載っております。これは、マスタープランとい

うのは資料を見ますと平成１６年３月に策定して、２７年を目標年次とされておられる

わけですね。これがまた５次の総合計画にあわせて２４年３月に見直したものというふ

うに書いてありますけども、計画は載っておるけどもなかなか実現してないというのが

現状ですけども、これの今度目標年次というのはいつになってるのでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 都市整備のマスタープランの改定時期ということだと思いますけ

れども、実は平成２４年に改定が一度ございまして、大体まちづくりという観点は大体

１０年スパンで考えるというのが基本となっております。以上を照らし合わせますと、

平成３０年代ごろに改定をしていくというのが通常のルールであろうかと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） こういったのは１０年単位ぐらいになるんですかね、そういったよう

な話なんですけども、やはり一日もこれは早く整備を進めていただきたいというように

思います。 

  また、類似する質問ではありますけども、町内には県道矢野安浦線、これに並行して

例えば旧道でいいますと川角から萩原、そして熊野中学校のほうから初神方面への城之

堀線、それから北部農道と、大まかに言えば４本の道が、全て円滑ではないですけども

一応走っておると。その中で、私はこれをつなぐやはり役場の庁舎のほうから見たら縦
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方向ですよね。縦方向の道が、先ほどの北部農道ももちろん絡みますけども、縦方向の

道路の整備が必要だというふうに思っておりますが、どのように考えておられるかお聞

きしたいというふうに思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 熊野町内におきます幹線道路ネットワークとしましては、先ほど

おっしゃいましたように概略的には県道矢野安浦線が東西方向と、あと南北方向に県道

瀬野呉線と呉平谷線が通っているという状況だと思います。これらの幹線道路に並行す

る形で北部農道、出来中溝線、また出来庭川角中央線及び城之堀線などがありまして、

また直行する形で呉出来線、稲垣線、また藪太央線などの主要な町道がネットワークさ

れているという状況だと考えております。 

  幹線道路の県道につきましては、県において整備がなされているところでございます

けども、町道の整備につきましても、道路ネットワークが強化されるよう、県道を補完

する形で主要町道等につきまして計画的な整備を行うこととしております。 

  議員御指摘のとおり、県道矢野安浦線に縦というか、直行する道路ネットワーク、南

北方向のネットワークの強化は必要であるというふうに考えておりまして、現在、呉出

来線、藪太央線などの南北方向の主要町道について、道路改良事業を実施しているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 道路の理想というのはやっぱり、昔、私らも歴史で習いましたけども、

やっぱり碁盤の目のように設置するのが理想だと思うんですね。総合計画にも生活道路

を計画的に整備し、利便性を高めるというようになっております。 

  また、総合計画の中で、全体としての計画性と申しますか、例えば２３年３月の総合

計画では、町道８路線を改良してということで８路線の名前が上がっておりました。こ

のたびの後期の計画では、それが継続的に３件残ったような形になっております。今現

在工事中のものはあるかと思いますけども、後期計画の中に県道を補完する主要町道等
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の整備は重要課題だというふうに上がっております。 

  例えば、私的なことを申し上げますと、中溝の旧道から県道矢野安浦線にまたがる道

というのは、例えば私の近くの熊野中学校のところを下におりて、今ファミリーマート

がありますけども、あそこからラーメンの玄海のところですね、あの道から今ローソン

のほうへつなぐ道があったら、次またあの道はもう馬橋のところぐらいまでほとんどな

いんですね。こういったことの整備が、そりゃ立ち退きやらいろんなことの問題等ある

と思いますが、やはり計画的にそういう整備を進めてもらいたいと。 

  先ほどちょっと奥野次長のほうからも言っておられましたけども、もしこういうよう

な方法でこんなにしてやりたい、こういうように行きたいというのが具体的なものがあ

りましたら、順番立てて説明してもらえればというふうに思いますが、いかがでしょう

か。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 先ほど説明させていただいたとおり、今現在やっている道路事業

に関しては、主には南北方向の交通の強化というところでございます。それにあわせま

して、現在県のほうで事業実施しております瀬野呉線のバイパス事業がありますけども、

これに伴って、新宮の準工業地帯へつなぐ深原公園線の・・・を整備しているところで

ございます。 

  基本的には県道を補完する南北方向の町道の整備と、あと県道の整備に伴って周辺の

道路整備を行うというふうに考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 私は私なりの思いがあってのことでございますけども、やはりやれる

というんですか、国庫がついたとか、そういったようなところから他力本願的にという

んじゃなしに、やはり町として一つの基本的な計画をもって、町のあり方等も含めてお

願いしたいというふうに思います。 

  もう一つ、道路関係で、空き家対策のことをちょっとお願いしたいと思います。 
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  空き家対策の観点からも道路整備はやはり必要だというふうに思っております。例え

ば、旧町内、中溝地区は、資料を調べてもらいますと２７年から２８年間の間に、中溝

地区は４８世帯、それから８４６人の人口の減少と。いろんな形があると思いますけど

も、そのまま空き家が、あるいは空き地がということにはならんかと思いますけども。 

  私はわざわざ宅地造成をして新たに開発するという、それも必要なことかと思います

けども、旧中溝と申しますと昔の中心地ではあったわけですけども、その土地があいて

る、あるいは空き家があると。こういったことを積極的に活用するということが、私は

大事じゃないかなというふうに思います。 

  言い方をかえれば、道路環境さえ整えば中溝のほうにも人が住んでもらえるんじゃな

いかなというふうに思っております。そういう関係から、町のほうはどういうような考

えですか。お気持ちを持っておられるか、お聞きしたいというように思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 私も中溝でございまして事情はわかりますが、もう道路を広げたいのは

やまやまでございます。あそこのローソンですか、ファミリーマート、コーゲン跡地か

らですね。明らかにあの道が狭いのはわかってます。うちの前も狭い。それから過ぎて

もう少し行ったところで大号令を過ぎても狭い。 

  ただ、これだけの距離にわたって道を広げるということは、はっきり申し上げて２０

億、３０億です。ただ、今言った中溝地区だけでもそうでありまして、ほかの地区はも

っと狭いところがあります。これも全部単町でやるということは、今町の予算が何度も

申し上げますが本年度で８５億です。そのうちに民生費が４割を占めております。３２

億、残りは４０億でございます。そういった状況でいわゆる町道部分を何十億というお

金をかけることは、これはちょっと財政的な面から無理な面がございますので、沿線で

あいた家なり、土地が出れば買収をかけるようにしております。もうそれしか財政的に

は無理でございます。もうすぐ財政再生団体、あるいは赤字団体、こういった状態に陥

ります。道路行政も大事でございますが、全ての教育、民生、こういった行政も手が抜

けません。いろんな相談員さんを設置したり、予防接種をやったり、こういったことに

も財源を割かなければならないんで不満足と思いますけども、バランスを持って、少し

ずつでございますがやらせていただいておるというのが現状でございます。 
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  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） そのお金のことは随分私も大体わかっているつもりであるんですが、

なかなか厳しいというのはわかります。 

  ２車線のきちっとした道をつくろうと思えばこれは大変だというふうに思います。今

町長さんのおっしゃられたように、空き地等ができれば積極的に利用ができるような、

見通せる範囲内で離合できるような道路整備というのも必要なんではないかなというふ

うに思います。 

  我々も協力できることはしっかりして、一緒にいい町を、より住みやすい町をつくっ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  道路の最後になりますけども、県道の整備については６月の議会で協議しております

ので省略しますけども、本町の外向けの交通関係でやはり一番気になるのは、先ほども

私の前の質問でありましたやはり熊野トンネルの無料化ということで、私はこのことに

随分危惧しております。 

  先ほどもありましたように３０年が経過しておるわけですけども、私は無料化にする

ことによって、現状よりやっぱり悪くなるという可能性があるなら、しっかりそのこと

の協議をしなきゃならないというふうに思っております。そのためのいろんな話もされ

ておるようですけども、先ほど町長さんからの、朝の５時ごろ出よったという話も聞き

ました。私もかつて府中中学校へ４７年から４年勤めましたが、最後のころは一貫田の

ほうを回って行ったのを覚えております。かつて熊野高校の修学旅行へ行った時代は、

必ず日曜日出発しか広島駅のほうへ向かえないということで、朝の５時ごろから生徒を

集めたりしたことがありますけども。 

  また、ちょっとこれ調べたんですが、なかなかそのとおりの数字が出なかったんです

けども、この当時、やはり熊野の矢野安浦線が今の一般道ですけども、渋滞が原因で熊

野へ来られた方が広島市内のほうに引っ越されたという話も聞いております。 

  やはりこういったことに関して、ほんとやはり、先ほども荒瀧議員のほうからありま

したけど、やはり危機意識を持たなきゃいけないんじゃないかなというように思ってお

ります。いかがでしょうか、町のほう、そういう考え方、気持ちはございますか。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 先ほどの答弁にもございましたけども、町としては広島県、広島

市、また広島県道路公社、また熊野町で構成される広島熊野道路の移管に関する協議会

の中において、移管後の、無料化後の周辺道路の円滑な交通に向けた協議という中で、

町の活性化が無料化によって停滞することのないよう、積極的に関与していきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 資料から拾うて言うわけじゃないんですけども、マスタープランの中

には現在でもやはり主要幹線道路が熊野町は不足しておると。道路混雑という数字があ

るようなんですが、これは交通容量に関する実際の交通量を割った数字のようですけど

も、今現在、熊野町の矢野安浦線については混雑度が１.６から１.８と。１.７５以上

を超えると慢性的混雑だというような状況です。 

  また、先ほどの話にもなりますけども、総合計画の資料編の町民アンケートの結果で

も、やはり町民の一番関心があるのは消防救急体制となっております。ぜひともそうい

う危機意識を持ってもらいたいというふうに思っております。 

  また、私は一つ心配しよるのは、もし無料化になったときに浅田病院の前の信号が今

は熊野方面に割合有利に、優先的に信号がついておると思うんですね。それがまかり間

違えば焼山方面が優先されて、熊野方面が側道的な扱いにならへんかというようなこと

も心配しております。 

  議会の中で、ほんと我々のほうも含めて特別委員会などを設置しなきゃいけないんじ

ゃないかなと、交通対策の特別委員会を設置しなきゃいけないんじゃないかなというふ

うなことも思っておりますけども、先ほどの質問の中で、奥野次長のほうで、県と市と、

あるいは熊野町も一緒になって協議会というのを設置という話がありましたが、この前

私が伺った中では、まだその中に熊野町は入れてないというような話をお聞きしてるん

ですけども、そこはいかがでしょうか。 



－88－ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 入れてないとお答えしたことはなく、多分まだ協議会が開催され

てないということだったのかなと思います。いずれにしても熊野町もこの協議会に当初

から入るようになっておりまして、そのようになっております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 県のほうで協議会というのに入って協議するのもいいんですけど、私

は県の観点と熊野町の観点というのはやはり違うと思うんですね。県は県全体としての

県道の交通に関する見解、考え方。だから、熊野町は熊野町としてのやはり意見をまと

めなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますが、その点、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 県道矢野安浦線は交通量が２万台を超える、いわゆる主要な幹線

道路として県は位置づけているというふうに考えております。また、現在県のほうでも

熊野町内の渋滞ということは念頭に置いて、今、熊野バイパス（仮称）でございますけ

ども、町内の渋滞の解消というのを目指して道路整備もしているというところでござい

ます。 

  基本的には県も町も同じ、先ほどあった公共の福祉という面で、皆の利便性を高める

というところを考えているところであると考えておりますので、そこに県と町の違いと

いうのはないんじゃないかなと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） そういった私は熊野は熊野としてのという思いでおります。できれば
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そういった会を設けて検討していく必要があるというふうに思っております。 

  ちょっと話は変わりますけども、先ほど出ましたＥＴＣの話がありましたけども、私

もちょうどこの前この渋滞にひっかかって、広島から帰るのに２時間、３時間かかった

んですけども、現在の料金の徴収方法で、車のはける台数が知れてるんですね。だから、

結局一般道のほうから回って、一般道のほうを、私は青崎のほう、洋光台ですか、２号

線をあそこから並び始めて、ぐるぐる回って何とかトンネルの下まで行ったんですが、

トンネルも全部大渋滞になった。トンネルを抜ければすっと流れるんですね。というこ

とは、要するに今の料金の徴収システムが随分時間がかかるような、１台に、ちょっと

私も数えたことはないんですが、はける台数が制限されておるような気がしますけども。 

  こういうようなことについて、もう今の徴収体制になってかつてＥＴＣのことについ

て設置の検討をされたことがあるということは聞いておりますけども、町のほうで検討

されたことはあるんですか、どうなんですか、ＥＴＣ化について。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 奥野建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（奥野） 町のほうで直接検討したというわけではございません。過去の資

料等を見ますと、ＥＴＣにできないかという相談を広島県の道路公社に相談に町のほう

から行ったということは聞いております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） それは結局だからノーという回答だったわけですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 当時の土木建築局長さんとお話させてもらいました、直接談判いたしま

して。国交省まで検討は上がっております。国交省は難色を示した経緯がございます。

もう４年たつと思うんですが。結局、やはりＥＴＣを設置すると、少なくとも当時で２

億から３億、設置費がかかると。それだけ町長、償還が延びますよということで、国交
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省もいい返事をしない。償還もかなり延びるということで、諦めた経緯がございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 私の思いからすれば、償還が延びてもと思ったりもするんですけども、

きょうはこれまでにしたいと思いますけども、先ほど町長さんのほうも、夢はないこと

はないということを先ほどおっしゃられましたけども、私は、広島市を中心とする広域

都市圏の話もありますけども、広島、それから呉、東広島のトライアングルの真ん中に

位置する熊野町として、ここが空洞化しない、将来のことを思ったらやはりここがある

意味では３市を取りまとめるまで力はないかもわからんけども、しかしそれぐらいの大

きな夢を持っていかなきゃならない。そして、そのためには道路整備は欠かせないとい

うように思っております。 

  もっといろんな、そりゃ不可能よと笑われるかもわからんけども、第２、第３のトン

ネルであるとか、呉方面、あるいは東広島、広島方面、もっともっとそういう大きな夢

を持って進めてもらいたいというふうに思っております。 

  以上で、道路関係のほうは終わりにしたいと思います。 

  続いて、二つ目の、魅力ある教育の町の実現に向けた子供たちの遊び場の確保につい

て、お願いしたいと思います。 

  先ほどプール関係の開放であるとか、あるいは４１カ所の公園、それから２カ所の緑

地等の説明をいただきましたけども、私が知る範囲ではボール遊び禁止であるとか、花

火が禁止であるとか、こういったような制限がされている公園があります。こういった

公園は幾つぐらいありますでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 議員の御質問、そういった看板をどれぐらい設置してあるかという

ことでございますが、先ほど答弁の中でもお答えいたしました緑地を含めて４３カ所、

町のほうで管理しておるわけでございますけれども、そういった公園等で何らかのそう

いった看板を設置してある箇所は全部で２６カ所、率でいったら６０.５％が看板を設



－91－ 

置してあるということでございます。 

  それと、看板の内容ですけれども、ボール遊びや花火、特に打ち上げ花火を禁止して

おるところが、中央ふれあい公園を初めとしまして５カ所ございます。それと、ボール

遊びは禁止してございませんけれども、花火とかたき火を禁止しておるところが深原地

区公園の１カ所と。それと、ごみの持ち帰りや他人への迷惑行為についての啓発看板が

熊野団地の中の貴船公園など２０カ所という状況でございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 私は以前も申し上げましたように、子供たちができるだけ自由に遊べ

るような公園にと思っております。その公園の使い方にもよると思うんですけれども、

例えばキャッチボールはいいけどもバッティングやら、サッカーのシュートなんかはい

けないよというようなことを基準にした場合、やはりそういったことができるような公

園にしていかなきゃいけないんじゃないかなと思っておりますけども、その整備につい

て、どのように考えておられますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） ボール遊び、そういったことにつきまして原則的に禁止しておると

いうことにつきましては、一くくりに全部だめですよといったことではございませんで、

例えばほかの利用者、ほかにも乳幼児を連れたお子様連れとか、先ほど答弁させていた

だきました祖父母の方が乳幼児を連れてくるというようなこともございますので、そう

いった中で、ほかの利用者の方に迷惑をかけないことを念頭にしていただいて、公園の

利用者同士のコミュニケーションを図って、気持ちよく利用していただければというこ

とで、もう完全にボール遊びはだめですよということは念頭には置いてないですが、た

だ、バットとグローブを持ってのそういったボール遊びは、ちょっと控えていただきた

いと思っておるところでございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



－92－ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 前も申し上げたんですけども、例えば中溝の中央ふれあい公園ですか

ね、あそこらあたりというのは、旧道側には要するに全くフェンスがないんですね。だ

から、ボール遊びはしちゃいけんということも書いてあります。しかし、実際あそこを

通ったりすると、親子がやはりキャッチボールをしたりしよると。そしたらやはりボー

ル遊びは禁止という看板がある前で、やはり親子がキャッチボールをしたり、あるいは

それをさせたりするというのは、これは私は教育上、やはり好ましくないんじゃないか

なというふうに思います。少しでもそういった環境の整備を進めてもらえればというこ

とと。 

  やはりここでこういうことをしたらガラスが割れるとか、あるいは子供に当たるとか、

そういったことについては、やはり子供が教育で育っていく中で子供たちに教えていか

なきゃいけないんじゃないかなと思いますけども、大事な教育の一つだというふうに思

いますけども、教育委員会のほうではどのように考えておられますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法教育部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 子供たちには小学校入学以来、道徳といった科目がございますので、

その授業の中で、節度、そして・・・の尊重、公徳心などについて、発達段階に応じた

内容項目について計画的に指導してます。また、遠足や集団宿泊的行事において、集団

生活のあり方や公衆道徳などについて、望ましい体験を積むよう、事前事後の指導を行

っております。そして、義務教育の終了時点で必要な基礎学力とともに、公民としての

必要なルールを身につけさせる教育を行っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） ありがとうございました。 

  学校開放について一つお聞きしておきたいと思います。図書室までとは言いませんけ

ども、長期休業中ですよね。土日はやはり先生方がおられませんから、長期休業中は先
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生方が勤務されておられる中で、できれば私前から言っておりますけども、体育館の開

放ができればいいなというふうに思っておりますが、私も学校におりましたので難しい

ことはよくわかっておるんですが、そこら辺、教育委員会のほうはどのように考えてお

られるかお聞きしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 民法教育部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（民法） 体育館の開放ですが、中学校は御存じのように部活がございますの

で、開放はしておりません。小学校のほうは、各教員、夏休みは出てきてはおるんです

が、教員それぞれ業務を持っております。それと、体育館はやはり職員室から離れてい

る。そういったところで開放いたしますと管理面ですとか、事故が起きたときになかな

か対応できないということで、やはり開放は難しい状況でございます。 

  しかしながら、教育委員会としましては、夏休み中、二つの学校以外で大きな行事を

しております。一つは各公民館や交流館、図書館において「夏が来る」といった事業を

行いまして、４２の講座を開催し、延べ６９１人の参加がございました。二つ目はＮＰ

Ｏ法人熊野健康スポーツ振興会に委託いたしまして、遊びと学び魅力交流学校、サマー

スクールを行いまして、１２の講座で１５日間開催し、延べ７３４人の参加がございま

した。夏休み中は学校体育館は開放しておりませんけども、こういった事業に積極的に

参加していただいたら、どんどん子供たちもたくましくなるんじゃないかと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） ありがとうございます。 

  体育館の開放あたりというのは、学校の教員との関係もありますし、非常に難しい、

厳しい問題だというのはわかっておりますけども、ぜひこういったことを乗り越えてい

ただきたいというふうに思っております。こういったことはなかなか全国でもできてお

りませんから、ぜひとも一つよろしくお願いしたいと思います。 

  最後に、教育委員会では子供が夜遅くまでテレビやゲーム、あるいはスマホ等に没頭

しないよう、ストップナインとかいう方針を出しておられますけども、私は単にストッ
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プナインを子供に求めるんじゃなしに、子供の遊び場をしっかり、先ほどから言ってお

りますけども、確保して、昼間しっかり子供が汗を流して、無我夢中になって遊ぶとい

いますか、遊ぶことができる環境であるとか、活動、これを整理、あるいは指導するこ

とが大切だというふうに思っております。教育委員会ではどのように考えておられるか、

最後にお聞きしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 林教育長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育長（林） 熊野町では平成２７年度からストップナイン、ゼロの日運動というもの

を始めております。しかし、子供は、先生もよくおわかりだと思うんですが、子供は大

人の姿を見て育ちます。したがいまして、親が子供にだけこのストップナインとか、ゼ

ロの日運動という問題じゃなしに、やはり親もぜひとも実現して一緒にやっていただい

て、このゼロの日運動、ストップナインというものをやってもらいたいと思います。 

  そして、議員が言われましたですが、子供がやりたいことを一生懸命やって、我を忘

れてやる姿、これは先生も御存じのように自己実現の姿だろうと思います。したがって、

スポーツを一生懸命我を忘れてする姿も、スマホも一生懸命我を忘れてやる姿も難しい、

ちょっとマズローの自己実現という言葉がございますが、その面からいえば同じだろう

と思うんですが、結果として、いわゆるこれは皆さん、親御さんも困っておりますが、

携帯電話やスマートフォンの使用は子供の学力低下のおそれはのみならず、いじめや犯

罪につながるケースも報告されているという、そのマイナスの結果が出ておりますので、

こういった全国調査の結果が出ておりますので、同じように自己実現した姿なんですが、

我々としてはゼロの日運動、そしてストップナインというものは継続していきたいとい

うように思います。 

  もう一遍くどいんですが、子供が我を忘れて物事に熱中する姿というのは非常に大切

であると思いますし、そういった環境を準備していくことも今後大事だろうと思います。 

  終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） ありがとうございました。 
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  ただ、私はストップナインを否定しよるんじゃありませんので、また今後いろんな形

で話をしながら、やはり子供がそういうような場を設定してやりたいと、子供たちにそ

ういう場を設定してやりたいという思いを持っております。今後とも一つよろしくお願

いしたいと思います。 

  長くなりましたが済みません。以上で終わります。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で、諏訪本議員の質問を終わります。 

  続いて、１番、尺田議員の発言を許します。 

  尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 失礼いたします。 

  １番、尺田でございます。私からは１点質問いたします。 

  通学路における信号機新規設置についてでございます。熊野第二小学校区域の通学路

において、ＰＴＡ等地域から過去より要望のある２カ所の信号機について、進捗状況及

び設置予定等について伺います。 

  １カ所目といたしまして、初神地区、県道瀬野呉線、町道初神中央線の交差部、こち

らは初神のパチンコ屋さんビクトリーワンの前の交差点でございます。２カ所目といた

しまして、新宮地区の県道瀬野呉線、町道深原公園線の交差部でございます。こちらは

深原交差点の入り口の部分にございます交差点でございます。 

  １カ所目につきましては、北部農道を渋滞時に迂回路として使用するものの交差部、

２カ所目につきましては深原公園線を迂回路として使用するものの交差部に当たりまし

て、通学、通勤時間帯には通常より多くの自動車の往来がございます。また、二つの交

差部につきましては、県道瀬野呉線の上りも下りもカーブとなっており、見通しの悪い

交差点となっており、またそれとともにスピードの出しやすい道路ということでもござ

います。 

  この交差点につきましては、信号機のない通学路としては危険なイメージであるとい

うふうなイメージを持っております。子供たちの安全な通学と地域住民の通行の安全確

保のため、詳細な答弁を求めます。それではよろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長の答弁を許します。 



－96－ 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 尺田議員の「通学路における信号機新規設置について」の御質問にお答

えいたします。 

  軌道系の交通網のない本町において、県道矢野安浦線や県道瀬野呉線は、広域的な道

路であるとともに生活道路の一部でもあります。交通量は、昨今の熊野黒瀬トンネルや

東広島呉道路の開通により増加傾向にありますが、現在計画中の瀬野呉線バイパス整備

などにより、今後、交通量も変化するものと考えております。 

  こうした中、県道の整備や改良等に関することは広島県へ、信号機の設置等に関する

ことは県公安委員会へ要望しているところでございます。今後も、将来を見据えて関係

機関と連携を密にしてまいりたいと考えております。 

  信号機の設置要望についての詳細は、民生部長から答弁をさせます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 清代民生部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（清代） 尺田議員の「通学路における信号機新規設置について」の御質問に、

詳細にお答えします。 

  御指摘の県道瀬野呉線と町道初神中央線の交差部及び県道瀬野呉線と町道深原公園線

の交差部の２カ所の交差点につきましては、以前から地元住民やＰＴＡから信号機設置

の要望をいただいており、その都度、海田警察署を通じて広島県公安委員会へ要望を行

っているところです。しかし、県の予算の関係から、近年は、県内全体で年１０カ所程

度の設置にとどまり、海田警察署管内では年に１カ所設置できるかどうかといった状況

でございます。御質問の要望箇所についてもいまだ信号機の設置には至っておりません

が、引き続き、粘り強く設置要望を行ってまいります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） ありがとうございます。 

  ただいま民生部長より、いまだ信号設置には至っていないが、引き続き粘り強い要望
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を行っていくという前向きな答弁でございました。期待しておるところでございます。 

  過去よりということで質問させていただいておりましたが、いつごろから、どういう

形で町へこの要望が上げられておって、どのような方法で県の公安委員会のほうへ要望

を上げているのか、お教えいただきたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） ２カ所の交差点でございますけども、まず最初の県道瀬野呉線、

初神中央線の交差部につきましては、ＰＴＡ等で組織します通学路安全プログラムとい

う会議の中で、平成１４年度以降でほぼ毎年にわたって要望がなされております。なお、

この会議には海田警察署の交通課の方も同席されて、認識をされております。そういっ

た中で、継続して信号が必要ということで要望を出しておるところでございます。 

  あと新たな深原公園線との交差部につきましては、平成２０年の開通以後、これも継

続して要望が出ておる箇所でございまして、同様のプログラムの中で上げさせていただ

いておるという状況でございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 先ほど答弁いただいた中で、平成１４年から上げられておるところもあ

るということでございましたが、海田警察署管内で年に１カ所設置できるかどうかとい

うことでございますので、やはりいろいろな箇所でこういった信号機の要望というもの

が上がっておるのではなかろうかと思います。そういった中で優先順位というものも当

然発生してくるのではなかろうかというふうに私は理解しておるわけなんですが、毎年、

地域住民から要望が上がっておるところで、この優先順位が上がらない、そういった要

因というのはどこにあるのか、どのように分析されておるのか、お聞かせいただきたい

です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○生活環境課長（堂森） 要因ですけども、一応県道につきましては一定量の交通量がず

っとあると認識はしております。ただ、通学時間帯に限定すると、１日で考えるとそこ

までの台数ではないということを警察でも認識をしておるというふうには伺っておるん

ですけども、その辺で設置の基準であるとかいったものも警察のほうにまた求めて、続

けて要望してまいりたい。現状としては、通学路に当たっておりまして、児童・生徒の

横断等についてはかなりのものが時間的にありますけど、その他の時間帯での一般の方

の横断であるとかいうのが極端に少ないというようなことは聞いております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 済みません。交通量が一定といいますか、そこまで多くはないというお

話だったと思うんですが、確認でございます。平成２７年１２月２８日付で警察庁交通

局長より各都道府県の警察の長などへ、信号機設置の指針の制定についての通達が出て

おります。こちらのものについてはもちろん町には直接関係のないものでございますが、

こちらの内容といたしまして、この指針は道路交通法第４条第１項の規定に基づき都道

府県公安委員会が信号機を設置し及び撤去する場合の一般事項を定めることを目的とし

ているものでございます。一応情報として担当の課としてはこういったものを把握して

おるのかどうか、お伺いいたしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 先ほど御指摘いただきました警察のほうで出ておる指針につき

まして、警察内部で出ておる書類ではありますが、そういったものがあることは承知は

しております。 

  ただ、内部的に警察ではこの指針以外にもいろいろな基準があるように伺っておりま

すので、その辺を踏まえて、新たな通達があるとかいったものにも情報を、アンテナを

張りめぐらせて最新の情報をもとに継続していきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 済みません、先ほど交通量の話が出ましたので、このことをちょっとお

伺いしたわけでございますが、この指針というのは全国的な一応の基準ということで出

されておるものというふうに認識しておりますが、この指針の中の信号機の設置の条件

というところなんですけども、「主要道の自動車等往復交通量が最大となる１時間の主

要道路の自動車等往復交通量が原則として３００台以上であること」というふうにこの

中で条件でうたわれております。最大となる１時間というのは、私が言いたいのは通勤

通学時間帯の１時間というふうに私は捉えておるわけなんですが、この時間帯、この第

二小学校区域の交通量というものはどのようになっているのか、お伺いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 県道の交通量については把握はしておるんですけども、若干初

神地区から離れるんですけども、萩原９丁目、庄賀地あたりで毎年調査をしております。

その結果によりますと、ここ直近３年間の平均でございますが、毎年朝の７時から８時

の間がピークということで１,１００台余りの通行があるように認識をしております。

そのほかの時間はぐんと減って、７００台であるとかいったことで推移をしておる。確

かに夕方についても若干ふえるんですけども、ピークはやはり朝の７時から８時の間が

ピークと。通勤通学時間帯とリンクするのではないかという認識は持っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 済みません、先ほどの指針で３００台以上であるということが最低限の

数だとは思うんですけども、このピーク時、これは庄賀地で調査された数字ということ

でございますが、大体この最低の３００の４倍、１,２００台近くはこの時間通過して

おるということで、その点についてもよくお考えいただけたらなというものと。 

  今回要望が長年上がってるという中で、この庄賀地で交通量調査をした数字というの

は使えないものではないのかなというふうに認識しております。というのが、先ほど私
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が冒頭お話しさせていただいたように、初神、パチンコ屋さんの前の交差点部分でござ

いますが、こちらについては北部農道からの迂回路として交通量がこの数字よりも多く

なっておるというふうに認識しておりますし、また２カ所目、深原公園入り口の交差点

部分につきましても、黒瀬トンネル方面へ抜けたり入ったりするという迂回路でござい

ますので、この庄賀地で調査した数字というのは当てにならない数字であろうというふ

うに思っておりますが、この数字にどれぐらい上乗せしたぐらいの交通量を見込んでお

るのか、お答えいただけたらと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 現在のところ、先ほど申しましたように同じ路線内の直近とい

うことで庄賀地の数値を述べさせていただいたわけなんですけども、確かに現場に近い

ところでの変化、交通量の変化というのは多々あろうかと思います。その辺はこれの現

在の数値をベースに、またそのあたりの詳細について詳しく分析できればということを

検討してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） できましたら執行部もお忙しいとは思うんですが、実態に即した数値的

根拠をこの公安委員会のほうへ信号機設置の要望を上げる折には、数字的な根拠を上げ

るためにもこういった付近の調査というものをされたほうがいいのではなかろうかとい

うふうに思います。 

  あわせまして、今度、話は少し変わりますが、先ほどの信号機設置の指針の中でござ

います。この中で、過去１年間にどれだけ事故が発生したのかというようなことも内容

に書かれておるわけなんですが、熊野町の事故率についてお伺いしたいと思います。 

  熊野町全体の交通事故件数と新宮初神地区の事故件数の比率というのはどのようにな

っておるのか、お願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 堂森生活環境課長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） 昨年の事故の状況ということでございますけども、ここ１０年

余り１２０件から１５０件程度の町内全体の事故ということが挙がっております。その

中で、当該御指摘の地区、第二小学校区になろうかと思いますけども、そのエリアの事

故の割合というものは、町内の中で全体的に平均をすると５％から８％を占めておると

思います。それにつきまして、高い数値なのかどうなのかという面はほかの地区のこと

もあるんですけども、人口等から勘案しますと、人口が２万４,０００人のうち１０％

程度を占めておる地区において、事故の率が５％から８％ということで、若干低い値で

推移しておるというように認識をしております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） ありがとうございます。 

  引き続き、事故が万が一起こったとき、こういったものに対しまして危機管理といい

ますか、執行部のほうはどう思われておるのか、これから伺わせていただきたいと思い

ますが、先ほどから本会議でも話がありますように、筆の里工房の再開発が今計画され

ておるということとあわせて、現在計画中の瀬野呉線バイパスの整備ということで、こ

の２カ所の交差点部分におきましては工事車両というものが増加するのではなかろうか

ということで、事故の危険率、発生率というものが若干ではございますが上がるのでは

ないかと懸念しておるところでございます。 

  こういった中で、長年信号機設置の要望がある交差点において、仮に児童・生徒が事

故なり起こした場合に、人身事故なりでけがをこうむった場合、町としては責任という

のは発生してくるのか、発生してこないのか、どのようなお考えを持たれておるのか、

お伺いしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） ただいまの質問に対しまして、交通事故全般的にということで考えて

みますと、町が管理をしております、また県が管理をしてます道路等も含めまして、そ
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こで起こった事故が自治体の全体的な責任という形のものは考えておりません。住民の

ほうからも設置要望等は出ておるところにつきましては、引き続き、町といたしまして

も全力で要望していきたいとは考えておりますが、ただ、そこで発生したからという形

の中で、それは直ちに自治体の問題であるという感覚は持っておりません。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 済みません、余り細かく聞くのも大変恐縮とは思うわけなんですが、通

学路の法的根拠というものにつきましては、学校保健法第２条に、これ要約でございま

すが、「学校においては児童・生徒等の保健安全等に関する事項について計画を立てこ

れを実施しなければならない」というふうにこの中で、要約でございますが規定されて

おります。これが通学路の法的根拠となるわけでございますが、指定の手続としては、

各学校が決定し、これを教育委員会が承認することで、仮に通学路の安全上の不備によ

って事故が起きた際には、当然両者の責任も問われることになるのではないかというふ

うに私は考えておりますが、その点どのように。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 笑いごとじゃないんですが、ただ、全国で起きている通学路の事故で、

地方公共団体が法的責任を問われたということはそうは耳にしないんですが、これ全部

責任を負いますと、大変なことになるんですよ。だから、交通事故は熊野町では今言っ

た１１０件から１５０件起こっている。これ全部道路の設置管理の問題で責任を問われ

ると、どこの公共団体も皆パンクします。だからそのためにいろんな保険に入って、当

事者同士でカバーし合うということでございまして、ちょっと調べてはみますが、かつ

て通学路上の問題、あるいは道路管理上、よっぽどの瑕疵がない限り、責任は問われな

いはずでございます。もう一回調べてみますが。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 町長、ありがとうございます。 

  そうですね。それでは最後に、余り長々質問してもあれですので、最後に質問をさせ

ていただきたいわけでございますが、この信号機を新設するに当たっての要望というも

のについては、ぜひとも地域住民、また生徒のために実現できるようにお願いしたいわ

けなんですが、現状どおりの要望ですとなかなか優先順位というものが上がらないので

はなかろうかと思っております。そのためにも要望方法の改善が必要だと思っているわ

けですが、現行のものにあわせて新たなアクションも加えて要望されてはどうかと思っ

ておりますが、どのようにお考えいただいているのか、お願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） この二つの箇所については前々からもう伺っておりますので、努力は続

けます。そして、県道瀬野呉線と町道深原公園線、これが約４年後に完成します。交通

量は飛躍的に上がりますので、ここについては優先的に、完成までに、完成と同時に信

号機が敷設できるよう強く要望してまいります。あそこの北部農道のパチンコ屋さんの

前、ここについても、これよりもおくれるかもわかりませんが、引き続きやってまいり

ますので、そう御理解願いたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 町長からの力強い御答弁、大変ありがたく思っております。 

  以上で質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で、尺田議員の質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

  再開は、あす９月１４日、９時３０分からとします。 

（散会 １６時４０分） 

 


